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   平成２９年９月１４日（３） 

開議  １０時００分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、おはようございます。 

本日は、宇島のふれあい学級の皆様方が傍聴にお見えになっておられます。本当に関心を

持っていただいて、ありがとうございます。期待に応えられるように、議員もしっかりと

質問し、執行部も答弁することと思いますので、皆様、楽しんで傍聴していただきたいと

思います。 

 それでは、ただいまの出席議員は１３名であります。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 日程第１ 一般質問２日目を行います。 

順次、質問を許可します。 

まず、はじめに爪丸裕和議員の一般質問を行います。爪丸裕和議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 おはようございます。それでは発言通告書に従い、一般質問をさせていただきたいと思

います。まず、財政問題についてということであります。 

 本会議初日に、初山監査のほうから監査報告がございまして、その中でも厳しい財政状

況の中、やはり税収を含めた使用料等の徴収率の向上に向け、しっかりと努力するべきだ

と、このような厳しい御指摘をいただきました。 

 その点を踏まえて、まず税収及び使用料、そして保育園の保育料、使用料につきまして

は住宅使用料と、この３点について、質問させていただきたいと思います。 

 まず、現在、徴収方法と申しますか、納付の方法について、今どのように納付をされて

いるのか、都市住宅課長、そして福祉課長。税務課長は、これは事前に資料請求して、い

ただいておるようにありますので税務課長は結構ですので。 

では、お二方の御答弁を求めます。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 おはようございます。都市住宅課では、住宅係２名で住宅管理業務、及び徴収業務を行

っているところでございます。徴収の方法につきましては、口座振替による納付、それか

ら納付書による納付を行っているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長 則行修子君 
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 おはようございます。福祉課ですが、保育料の徴収についてでございます。現年分の保

育料の徴収方法については、基本的には口座振替で納付をお願いしている状況でございま

す。ただ、残金不足などで口座引き落としができない方については、督促及び納付書を送

付して納めていただいております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 向野課長、ちょっと私が聞き取れなかったのか、納付書によるやり方じゃなしに、口座

振替一本でやっているということだったですかね。もう一度確認します。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 基本的に契約をする際には口座振替を推進しております。ただ、口座等をお持ちでない

方とか、そうした方については、納付書で納付していただいております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 じゃあお二方にお伺いしますが、率にしたら何パーセントくらいの割合になっています

か。だから納付書送付の納付と口座振替との、大体そこの比率的に何パーセントくらいに

なっているか、お答えください。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 口座振替の件数でございますが、平成２９年４月現在で申しますと、５０５件の内、口

座振替件数が３４７件、全体の割合でいきますと６９％というふうになっています。 

○議長 磯永優二君 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長 則行修子君 

 保育料の納付の状況についてでございます。３月末の情報でございますが、５１５名が

口座振替で、８４．２％の率になっております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 やはり口座振替のほうが、先ほど福祉課長の御答弁の中に、残高不足でちょっと引き落
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としができないというケースは、多々あることとは思いますが、やはり原則、口座振替の

ほうが徴収に掛かるコスト面から考えるのと、徴収率から見たときに、やはり納付書を送

付して納めていただくよりは、口座振替をしっかり推進することのほうが好ましいのじゃ

ないかと、そのように思いますので、ぜひですね、この辺をまずしっかりと進めていただ

きたいというふうに思います。 

 そしてですね、ちょっと後は滞納状況ですが、これは今議会に２８年度の決算が議案と

して上程されておりますので、当然２８年度の決算、金額に関わる質問の発言は控えます

が、やはりしっかり私の目につく限り、やはり未納ですね。未納というのが今回、税と住

宅使用料、それと保育料をあげたのは、やはりこの辺がどうしても目についてくるわけで

あります。 

 そこでこの滞納者に対して、どのように取り組んでおられるのか。はっきりもう差し押

さえ等を含めて、どのような徴収体制を取られているのか、その辺をお答えください。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 滞納者に対する対応といたしまして、基本的に毎月督促状の発送、それから年２回の定

期催告の発送を行っております。 

 また、滞納が続いている方に対しましては、戸別訪問や電話による催告、それから納付

相談等を実施して、一括納付や分割納付など、計画的な納付の指導を行っているところで

ございますが、中々契約どおり納付いただけないケースも多く、滞納額が中々減尐してい

ないというふうな状況でございます。 

 また長期滞納が続くような悪質なケースの場合には、入居者及び連帯保証人に対しまし

て、法的対応を強化し、住宅明け渡しの請求や財産の差し押さえ等を実施するように努め

ているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長 則行修子君 

 福祉課のほうでは、保育係３名で滞納の対応に当たっております。２８年度につきまし

ては、滞納は戸別訪問や電話での督促、分納誓約などにより徴収を行っております。また

２８年度より児童手当からの特別徴収が行えるようになり、現年分については保育料未納

分を納めていただいております。 

 また滞納繰越分の徴収につきましても、児童手当からの充当による納付をお願いしてい

るところでございます。 

○議長 磯永優二君 
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 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 都市住宅課長、差し押さえの実績等についてお答えいただきたいんですが、それともう

１点ですが、平成２４年ですか、２１０万円の不能欠損をしていますね。この不能欠損の

理由をちょっとお聞かせいただけますか。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 裁判等、法的措置の実績でございますが、平成２５年度に１件、それから平成２７年度

に１件、裁判を提訴しておりまして、いずれも強制的に退去していただいております。 

 また不能欠損につきましては、２４年度に２１９万１２２０円の不能欠損処理をいたし

ております。件数にして２３件、これは１件ごとの件数でありますので、対象者としては

３名でございます。その理由といたしましては、請求先、宛先等の不明、行方不明ですね。

それから１０年以上経過しての時効による消滅等で、催告先が不明ということで不能欠損

をいたしております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 まず不能欠損を言いますけど、３件ということだったですね、行方が分からなくなった

んなら、これはもうやむを得ないと思うんだけれども、それといま課長の御答弁の中で１

０年と、１０年間もなぜ放置したのかということと、それと差し押さえる物件が、要は給

与、預貯金等がなかったのか、その辺はどうなんですか。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 この３件につきましては、裁判等を行いまして、強制執行で出た方でございます。また

その際に差し押さえ等も行われますけれども、実質的に財産また収入等がないということ

で、差し押さえ不能というふうなことでございます。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 もう差し押さえするものがなければ、やむを得ないかなというところでありますが、や

はり徴収体制を、徴収をしっかりと強化するという意味で、先ほど差し押さえの件数が平

成２５年と２８年だったですね、私の目から見たら、差し押さえが甘いのではないかとい
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うような見方でありますので、その辺の中身をしっかり精査して、しっかりその財産と、

そして収入等のある方は粛々と法的な措置を取り、徴収に努力していただきたいというふ

うに思いますので、その辺よろしくお願いしておきます。 

 そして福祉課長、先ほどの御答弁の中で、平成２８年度より、この児童手当のほうから、

児童手当を抑えるという言い方なんだろうか、これはどういうことなんだろうか。そうす

れば児童手当なりをしっかりとその辺を抑えることになれば、もう未納というのがほとん

どなくなるというような私なりの解釈でよろしいのか。その辺いかがですか。 

○議長 磯永優二君 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長 則行修子君 

 児童手当からの特別徴収につきましては、児童手当支給月の３カ月前までの３カ月間の

滞納のある方に対して、児童手当からの特別徴収を行うかたちになっております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 そして今後、未納というようなことはなくなるんだ、というような私なりの解釈でよろ

しいでしょうか。その辺をお答えください。 

○議長 磯永優二君 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長 則行修子君 

 未納がなくなるように、今後福祉課としても努力してまいりたいと思っておりますが、

転出等で、また所在不明等がございますので、努力はしてまいりたいと考えております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 やはり未納ゼロというような目標を掲げて、課長、しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。 

 さて税務課長、税務課さんにおかれましては、今もこの使用料、保育料を抱えている福

祉課、そして都市住宅課とはちょっと事情が違ってくるわけであります。いま言いました

二つの課というのは、いろいろな事業を抱えた中の、これは住宅政策なり、そしてこれは

保育園というも事業の中の一環ですが、税務課におかれましては、この税の徴収こそが事

業の全てじゃないかと、言ってしまうと業務の全てが、やはり徴収に掛かっているんじゃ

ないかというのが私の位置づけであります。 

 その中で、事前に資料をいただいておりますが、この中で、まず口座振替と納付書と手
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元にありますが、これを見る限り、やはり口座振替というのが非常に尐ない、低いんじゃ

ないかというように見ておりますが、その口座振替を推進するということは、先ほども私

が申しましたように、やはり徴収率の向上につながるんじゃないか、そしてコスト的にも

低くなってくるんじゃないか、というのが私の位置づけなんですよ。 

 この辺は、しっかりこれは努力されるべきじゃないかと思うが、この辺についての課長

の御答弁を求めます。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 お答えいたします。口座振替につきましては、税金をわざわざ金融機関に納めに行く手

間が省けますので、納税者にとって大変便利な方法であります。今後も引き続き、口座振

替の推進を図っていきたいというふうに思っています。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 手元の資料から、ではお話をさせていただきましょう。よろしいでしょうか。これは平

成２４年度から２７年度までの一応資料請求をし、私の手元にあります。 

そして口座振替の割合でいきましょうか。２４年度が７．３％、２５年度同じく７．３％、

２６年度が７．６％、さらに２７年度は７％になっているんですよ。これでもって推進し

て、今後さらなる推進と努力という答弁は、いかがなものでしょうかね。いかがですか、

課長。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 全体から見ましたら、確かに７％を尐し超える程度となっておりますが、その中には、

もちろん給与や年金からの特別徴収も含めての割合でありますので、実際には２０％台、

普通徴収の中での占める割合としては、２０％台ということになっています。 

市民税の場合には、どうしても給与所得者から、例えば会社を辞めると普通徴収になる

といったこともありますので、そうしたことも要因の一つになっているようではあります

が、今後も引き続き口座振替の推進は続けていきたいというふうには思っております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 いま面白いような御答弁をされましたね。この特別徴収がこの中に入っているというの
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は、課長、大きな間違いでしょ。特別徴収は別でしょ。特別徴収から外れたものの中が、

だからそうじゃないんですか。納付書による納付か、そうじゃないんですか。口座振替と

いう、この二択で行うんじゃないですか。違いますか。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 先ほど爪丸議員が、口座振替の市民税の割合が２４年度から２７年度までが７．３％、

７．５％、あるいは７．０％というふうにおっしゃいましたので、その数字はあくまでも

市民税が賦課されている全体の中で特別徴収も含めたものの割合となっておりますから、

そういうふうに説明をした次第であります。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 先ほどの答弁の中では、この中に特別徴収が入っていると、あなたは答弁されたじゃな

いですか。だから特別徴収は、さっきから言っているように、あくまでも別でしょと。特

別徴収を除いたものの普通徴収の中の、じゃないんですか。納付方法が大きく二択に分け

てこうだから、特別徴収は別。全体的に特別徴収のほうが伸びてきました、その残りの中

で横ばいの状況にありますけど、という答弁なら分かるんですよ。間違っとるんですよ。

だから全体の住民税の中の、そうじゃないんですか。いやここは横ばいなんだけど、実は

特別徴収のほうが伸びてきたんですよ、という御答弁なら分かりますが、あなたの今の答

弁だったら。そうじゃないんですか、総務課長、聞いていて。横で聞いていて、そうじゃ

ないですか。 

 だから今言ったように、口座振替と納付書による納付と見たときに、こちらが横ばいだ

った、いやこの中の特別徴収も含まれていますと。ちょっとあなたの御答弁のほうが間違

いじゃないかと思いますが。その分は特別徴収のほうを推進してきました、という答弁な

ら分かるんですよ。だから口座振替は伸びていませんが、その分は特別徴収が伸びてきま

した、なら分かるんですけど。そうじゃないですか。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 お答えいたします。確かに市民税の納付方法については、給与の特別徴収が平成２４年

度から２７年度までの３カ年で６ポイントから７ポイントほど増えておりますので、そう

したものも爪丸議員が言われますように、影響しているとは思います。 

 ただ、口座振替の普通徴収については、確かに下がっておりますので、これについては、
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また引き続き、日ごろから推進に心がけたいというふうには思います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 時間の無駄ですので、次に行きますが、今言いました特別徴収ですね。この特別徴収の

割合が伸びてきている。幾らか伸びてきているんだけど、この辺で課長はこれで満足され

ている、しっかりこれで特別徴収の推進をしっかりしてきた結果、伸びてきましたという

ふうに思われますか。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 確かに２４年度から２７年度までの４カ年を比較した場合には、それほど大きく伸びた

とは言い切れないかもしれませんが、平成２９年度の賦課から、県下一斉に特別徴収を推

進するということで、特にこの３年間、精力的に県下全ての市町村が取り組んできました。

その結果、平成２９年度は６４．２％になっております。 

 ただ、これで全て特別徴収すべき事業所が特別徴収になったとは言い切れませんので、

こちらについても、引き続き努力はしていきたいというふうには思います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 いま課長がおっしゃられた２７年度で、人数にして７２４３人ですね。そして２８年度

の資料がありませんが、２９年度７６９８人ということで、これで４５０人くらいですか、

その理由は県のほうが一斉にやろうということで、それでその結果伸びたということでし

ょうが、課長、よろしいですか。県がやろうとか国がやろうとかいうことではなしに、豊

前市として徴収率の向上をさせるためには、どうしなければならないかという、あなたが

所属長の立場で、しっかりとやはり上からの指導じゃなしに取り組んでいくべきじゃない

か、というのが私の今回の質問の趣旨の一つなんですよ。 

それだけあなたが７月に課長になられて、いま第一四半期と言っていいでしょうか、上

半期はあまり経っていないでしょうけども、その間に事業所を１件１件回るなり。今だか

ら実際に、いま市内・市外の資料をこの前もいただいておりますが、事業所の数から見た

ときに、特別徴収に応じていただいている企業というのは、半数ちょっとじゃなかったか

な。今ちょっと資料が手元にないんですが。そうじゃないですか、課長。 

 だからこれはですね、数年前に福丸課長が当時の財務課長のときに、よし、豊前市とし

ても特別徴収を推進していこうということで、しっかりと企業を１件１件丁寧に回って、
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そして場合によっては、ある団体の総会なんか、企業団体の総会なんかに課長も当時福丸

課長の部下等が来て、しっかりと説明させてくださいということで、組織をくみ上げるん

じゃなしに、自ら税務課のほうから見えていただいて、それだけ熱心に熱心に推進した結

果の数字がここにきて。そしてあなたの前任者である石橋さんという方も動いていないの

は事実なんですよ、はっきり言いますけど。それが横ばいにずっときた状況の中で、鬼の

首を取ったかのように、２９年度はしっかり伸びました、なんて。 

 だから県がやりました、じゃなしに、あなたが所属長としてですね、徴収業務に対して

のしっかりと取り組みですね、やろうという気があるのかどうなのか、その辺をお聞かせ

ください。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 特別徴収については、地方税法にも定めがありますので、その税法に基づいて、今後も

引き続き積極的に特別徴収の推進はしていきたいというふうには思います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 今後も引き続き、なんていうのはね、今まで努力してきました、今後も引き続き、とい

う言葉なんですよ。県から指導されてやっといくらか伸びてきた、県からの指導もありま

したが、今後はしっかりと気を引き締めて徴収業務に努めていきます、というようなこと

を言われるのが本来の答弁じゃないかと思いますが、いかがなものですか、課長。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 県から言われてということではなくて、県下一斉に各市町村がそれぞれ積極的に取り組

んだものというふうに思っております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 そしたら、課長、目標数値をお答えいただきたいと思いますが。実際に何年かの計画を

もって、１００％達成するというような答弁をいただきたいんですが。１００％に達成す

るまでに逆に何年掛かるのか。それとそのためには、各事業所はしっかり自分で、部下に

任せるんじゃなしに、自らがしっかり事業所を訪問しお願いする、というようなところの

答弁がほしいんですが、いかがですか。 
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○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 １００％にするまでに何年掛かるかという目標を、ということでありますが、それにつ

いては、やはり中々限られた職員でもありますので、ここでは確約は出来かねますが、全

力を挙げて努力はしていきたいというふうには思います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 お役人さん独特の御答弁というふうに、最大限の努力という、そこの数字も期限も設定

しないというような、一度内部で持ち帰られて、今言ったように、やはり１００％を目ざ

すというような、あなた自身がその気持ちがなければ、おそらく部下も動かないでしょう

し、だからあなた自身がその気持ちを持って、しっかりと取り組んでいただきたいという

ふうに考えております。 

 後ですね、差し押さえについては、ちょっといま資料がないんですが、しっかりと今後

ですね、前回いただいておった資料の中では、幾らか、近年差し押さえの件数が上がって

きているなというふうには思うんですが、資料の中では、課長、差し押さえの物件でした

よね、給与だとか預貯金だとか不動産、そういったものを押さえたんであって、あの中の

実際に押さえた中の新しいもので結構ですので、住民税が多かったのか固定資産税、あと

自動車税があるんですか。その辺の内訳が分かれば、ちょっとお答えいただきたいんです

が。 

○議長 磯永優二君 

 税務課長、答弁。 

○税務課長 武道和宏君 

 例えば平成２７年度の実績でお答えさせていただきます。平成２７年度に差し押さえに

よる回収金額が２４３５万９７０８円となっております。そしてこの中で、市県民税が９

２０万６４４９円、率で言いますと、約３７．８％。 

 固定遺産税につきましては、７９３万５８４９円、率で言いますと、３２．６％。軽自

動車税が６２万１１５９円、２．５％。法人市民税が６６３円、率では０％となっていま

す。それから国民健康保険税が６５９万５５８８円、２７．１％という割合になっており

ます。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 
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 分かりました。先ほども申しましたように、課長、やはり徴収率の向上、しっかりその

ためには押さえるべきところは毅然としっかりと差し押さえということを実行していただ

き、やはり私が申すまでもありませんが、この豊前市の財源でありますので、豊前市自体

が機能するための、言い換えればその血液ですよ。ですよね、市長。その血液であるんだ

ということをしっかりあなた自身が重く受け止めていただき、それをしっかり確保しなけ

ればならないんだという、その思いで、しっかり取り組んでいただきますことをお願いい

たしまして、税の徴収については、これで終わりにしたいと思います。 

 そして次に、財政の問題の中で、これは大谷課長、先月の新聞ですかね、皆さん御承知

のように、おこしかけ豊前ですね、いよいよ赤字決算、赤字だというようなニュースが新

聞でも報道されておりました。 

 当然言うまでもありませんが、豊前市の財産であり、指定管理の締結を結んでおります

が、その先は、やはり株式会社街づくり会社というのは、豊前市が株を４０数パーセント

出資した第３セクターであるわけですね。当然この経営状況がどのようにあるのか、その

経営状況と、それと今後の経営改善に向けて、どのように今取り組みをされているのか、

続けてこの辺についての御答弁を求めます。 

○議長 磯永優二君 

 観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君  

 お答えいたします。昨年度、開設以来、初めて赤字が出ました。実質の赤字の計上損失

金額が８１０万円ほど出たところでございます。 

 今年度どうしているかと言いますと、先日もお答えいたしましたが、道の駅おこしかけ

が、大体、レジ通過人数が３６万人ベースくらいできておりました。昨年が約２５万人ほ

どでレジ通過人数が来たところでございますが、今年度も昨年と同人数くらいで推移して

おります。 

 まず、道の駅おこしかけが取り組んでいるのが、２５万人ベースでも黒字が出るように、

経費節減をしているところでございます。これは今年度順調に進んでいると思いますので、

かなり達成率は高いと考えております。 

 市といたしましては、道の駅おこしかけは、今までは黙っていても来るような状況があ

りましたので、これからは東九州自動車道が全線開通しまして、お客様に下りてもらわな

くちゃいけないということで、情報発信力が尐し弱いんではないかということで、市また

県の協力も得まして、情報発信して人数を増やす努力、また今の人数を維持する努力をや

っていきたいと考えております。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 
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○１２番 爪丸裕和君 

 ２５万人と、やはり昨年とあまり変わらないというようなことで、承知のように４月で

すか、東九州自動車道が開通した。それともう一つの要素というのが、地震ですね、熊本

そして別府大分の、やはり地震の影響があって下がった。だから幾らか回復の傾向にある

のかなと思ったけど、入り込み客数としてみたら、横ばいということは、あまり期待でき

ないのかなと。 

私も通るんですけど、やはり感じとすれば観光バスがないのが大きいかなと思うんです

よね。やはり観光客が来ないと、そこに落とすものも落としていただけないのかなという

ことでありますので、この辺について、観光バスなり旅行会社、バス会社と連携を取って、

お願いいただくというのが、やはり大事じゃないかと思いますが、その辺のお考えは。 

○議長 磯永優二君 

 観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君 

 人数が減りました大きな原因の一つに、観光バスの数が減ったことがございます。この

ことに関しましては、道の駅自体がバス会社等を営業しておりますが、中々細かいやり取

りのところで増えない状況があります。 

 というのは、中々旅行会社、バス会社からお願いすると条件が付くことがございますの

で、のめる条件とのめない条件がございますので、その辺をうまくやりながら、利益が上

がるように今努力しているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 その辺については、しっかり客数を増やして売り上げを上げると。そして先ほど課長が

答弁されましたが、やはり経費の削減ということですね、コスト意識、コストを下げると

いうことも重要だと思いますので、その辺はしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 それとですね、これは今まだ内部留保金が、たぶんかなりの額があるというふうに聞い

ておりますが、このまま赤字がずっと続くようであれば、これは内部留保を潰してしまい、

債務を抱えて、これは最悪のケースですけど、もしこれ経営が破たんということになった

ときに、その債務の保証を豊前市としては、どうなりますかね。当然株主なんだから、そ

の辺についてはしっかり考えられていますか。 

○議長 磯永優二君 

 観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君 

 お答えいたします。株主としての責任といたしましては、現在の法的には、いま豊前市
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が株式で３千万円出資をしております。だから３千万円の範囲でしか責任は及ばないと考

えております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 もしこの債務の保証などということになったときは、どうなりますか。そこをしっかり

しておかないと。 

○議長 磯永優二君 

 観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君 

 議員の御質問は、以前、第３セクターがいろいろ潰れた事件がありまして、市に負担を

起こしたというような事例があったことを言っているんだろうと思いますが、現在、豊前

市では、ぶぜん街づくり会社と保証債務の契約はしておりません。そしてまた今後もする

予定が、今のところございませんので、債務は株式の範囲内、出資額の範囲内と考えてお

ります。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 これは市長のほうから、ちょっとお言葉をいただきたいんですが、その辺は、ちょっと

しっかりしていただきたいんですよね。必ずしも、どのような状況になろうとも、豊前市

としては債務の保証はしない、ということをここでお約束をいただきたいんですが。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 第３セクターに対して、御心配をいただき、ありがとうございます。道の駅自体も街づ

くり会社が主体となって立て直しに懸命でございます。努力を見守っていきたいと思って

いるところでございますし、市として、そういう意味での応援はしたいと思いますが、債

務保証ということは、あり得ません。今後ともありません。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 では大谷課長、いろいろ状況も厳しいでしょうが、先ほど言われたように、しっかりと

その辺を踏まえてやっていただきたいと思います。 

 それと、これはもう１点だけど、やはり黒字経営のときは、株主、豊前市もいただいて
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いるだろうけど、配当金をいただいていましたよね。この辺はしっかり話をされていると

思いますが、当然、赤字が出れば配当金は当然出さないでしょうし、後は役員報酬につい

ては、何か見直す考えがあるのか。この２点をお尋ねします。 

○議長 磯永優二君 

 観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君 

 現在、豊前市が２５％以上出資しているということで、私が監査委員として入っており

ます。その中で、いろいろな拙い意見ですが、言っているような状況でございますが、役

員報酬に関しましては、現在、以前より役員が１名減になりまして、そのままです。それ

と、ことしから、副市長が役員だったんですが、副市長が減の分もそのまま減になってお

ります。 

 また今年６月から社長をしております小森のほうが、役員報酬を返上しているというこ

とで、役員報酬はかなり下がっていると考えております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 課長、あなたらしくない、ちょっと簡潔にお願いします。いま市長のほうからも出たで

しょうから。しっかりとそこのところ、報酬等、出すのか出さないのか、簡潔に。 

○議長 磯永優二君 

 観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君 

 当然、２８年度は赤字になりましたので、配当はありません。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 やはり役員報酬の面も、これはしっかりまた考えていただければと。しっかり監査の立

場で役員会においてしっかりその場において発言していただきたい。 

 いずれにしても、豊前市にとりましても目玉なものでありますので、やはり生産者の観

点から見ても、やはり大きな役割は果たしていると思いますので、潰れるというか、倒産

というような方向に導くことのないように、最大限努力していただきますことをお願いい

たします。 

 そして財政問題、次に、いま豊前市が抱えている土地の中で、まだ利用されていないん

じゃないかなというような土地が多々あるんですよね。その中で、３つだけ、ちょっとお

尋ねいたしますが、まずこれは都市住宅課になりますかね、向野課長、名称は上町南団地
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ですか、その１棟、２棟が建って、３棟の計画があったんだけど、これは釜井市長のとき

に、これは見直すということになったんじゃないかと思います。そしてそのままずっと寝

かしている状況になっていると思いますが、その土地の面積と今後どのようにこの土地を

利用しようと考えているのか、その辺についてのお考えを聞かせていただきたいんですが。 

○議長 磯永優二君 

 都市住宅課長、答弁。 

○都市住宅課長 向野隆裕君 

 上町南団地の空き地でございますが、面積は約４７００平米ございます。第３棟目の住

宅を建設するための予定地でございましたけども、平成１８年から２１年度にかけて、第

１棟、第２棟と、計１０８戸の住宅建築が完了した時点で、平成２３年に、前市長による

公的な整備の終了を表明して以来、現状、更地のまま維持管理をしているというところで

ございます。 

 なお、近隣の工事の際の建設資材の置き場や近隣の保育所等がございまして、行事の際

の駐車場などで一時使用願い等が出される場合には、そういったものは許可して貸し出し

をしているような状況でございます。 

 今後の計画につきましては、現状のところ、特にこれといった計画は、現状ではないと

いう状況でございます。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 市長にやはりお尋ねするべき問題だと思います。ちょっと担当課長では荷が重いでしょ

うから。 

ずっと、今の課長の答弁でも平成２３年に、もう中止の方向ということで、現在それか

ら６年も経過しているわけでありますし、市長も場所は御存知と思いますが、幹線道路に

直接は面していないけど、利用のしようでは悪い位置じゃないですよね。立地的にも恵ま

れているんじゃないかと思うんですよ。この土地をどのように生かそうとするのか、これ

は市長の御判断で、この方向性を示していただきたいんですよ。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 上町団地の３棟目の予定地でございます。この場所は、いま爪丸議員さんが言われるよ

うに、中心街に近く、地域の大きな資源でございます。これが６年間、いわば塩漬けにな

ったままという状況でございまして、私たちも、私が市長就任当時、３棟目をどうするの

か、地域の皆さんから、３棟目は約束ではないか、という強い要請、要望がございました。 
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 そうした中で、議会の皆さんの御意見を聞きながら、私のほうで、３棟目はやはり断念

する、市が直接建てるという市営住宅の３棟目はやっぱり断念するしかないだろう、とい

うことを確認したのを記憶しております。 

 さらに、そのままでいいのかという御意見もありましたので、議会の皆さんの御意見も

聞きながら、やはり民間の活力をいただきながら、民間にも知恵と力を貸していただきな

がら、あの場所を活用していただくことも考えなければならんのではないか、そういう意

見もございました。 

私もやはりそういう方向で、市の財政が、先ほど税の問題もとり上げていただきました

ように、財政が非常に厳しい状況にあります。市が直接やるには荷が重い状況でございま

すので、民間の活力を導入してあそこを再開発と言いますか、今の住宅地を含めてもっと

活用しなければ、市の活性化につながらないのではないか。 

 今後、議会の皆さんとも相談しながら、民間の活力を導入して、立て直す、やり直す、

見直すという、そういう方向を目ざしたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 よく分かりました。時間の都合もありますので、後二つは、中部高校の跡地です。それ

と、これはきのうも質問がありましたが、合河の養鶏場の跡地ですね。この二つは続けて

御答弁をお願いしたいんですが、現在、進捗状況としてどのようになって、今後どのよう

に進めていこうとしているのか、その辺についてお答えください。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 おはようございます。質問にお答えさせていただきます。 

 まず、高校跡地についてでございますが、議員も御承知のとおり、高校跡地の利活用に

つきましては、高校跡地利用審議会で御審議をいただいておりまして、本年３月にも開催

をいたしております。 

 その審議会の中で、これからの議論については、用途地域についての検討、整理がまず

必要であるというところと、これまでの審議を踏まえて、市としての活用方針というとこ

ろを提示してもらいたい、という御意見をいただいております。 

 この御意見を受けまして、市といたしましても、関係課と用途地域についての協議、そ

れと都市計画審議会の御意見を今後踏まえて、用途地域に係る課題を整理し、活用方針に

ついても市としての見解を提示したいと、現在取り組んでいるところです。 

 市のほうの用途地域の整理、それと活用方針を示した後に、再度審議会のほうで御審議、
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御議論を深めていただきまして、答申のほうを示していただきたいと思っております。 

 あと養鶏場につきましては、昨日も御答弁申し上げましたけれども、中々処分・処理の

現在めどが立っていないという状況でございますので、早急にめどを立てて、その後の活

用の検討に入ってまいりたいと考えております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 まず中部高校の跡地からですが、以前にも私は申し上げましたが、やはり審議会に、こ

れは諮問機関に投げ掛けるというか、諮問して、そしてその答申をいただいて、その方向

にかなえばいいんだけど、やはりその中で、例えばこれは文化施設にしてくださいなど、

大型の大規模な公園を造ってくださいなど、そのような答申が出たときに、行政としてお

応えできますか、と言ったんですよ。 

やはり行政としての、これは青豊高校の土地の等価交換ですよね、北高の跡地と中部高

校と。おそらくあのときに、これいま用地に確か７億数千万円と文化会館予定地が、財務

課長、確か５億円くらいだったと思うんです。だから１２億円くらいの金でこの二つの土

地との等価交換というような運びになっているし、やはり今これだけ人口が減尐する中で、

この土地をどう生かすかということは、審議会に託していいものかというのが疑問であり

ます。 

 それと用途変更ですけど、課長ね、用途変更が先じゃないですよね、流れとすれば、ど

う持っていくかを先に決めて、それに応じて用途変更じゃないんですかね。というような

こともありますので、時間の都合もありますので、この２点をしっかり踏まえていただい

て、これは最終的に市長の決断になってくると思いますので、その辺もしっかり踏まえて、

やはり豊前市の将来につなげるような利用というか、そのようにもっていっていただきた

い。 

 そして養鶏場ですけど、これは課長、これは裁判所による、これは競売物件ですよね。

そうでしょ。競売で取得したものを、悪いけど前の地権者がそこに糞ですね、それをいつ

までも処理しないというのは、これはいかがなものなのか。だから直接の売買じゃないか

ら、直接、前の経営者に行政として行けないんじゃないかと思うんですよ。あくまでも裁

判所を通じてのものでしょうから、これは裁判所にしっかり申し入れて、しっかりと処分

を急いでもらうべきじゃないかと思うが、その辺はいかがですか。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 競売ですね、最終的に３回の競売を経て、不落という結果からですね、特別売却という
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ふうに進んでまいりました。この特別売却の価格を設定するに当たって、その辺の裁判所

のほうとしても、そういうふうな鶏糞という動産が残っているというところを考慮した金

額で、価格のほうのどうも設定がされているということでございます。市のほうといたし

ましてもやはり４０年間苦しんだ地域の方々のために、最終的な判断として・・ 

（爪丸議員「簡潔にお願いします」の声あり） 

はい。市のほうで、開発公社のほうで取得したということでございますので、まずはやは

り業者のほうに指導しながら、早急に鶏糞の処理をするということを心掛けてまいりたい

と思っております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 先ほど申したように、競売で物件を手に入れているんだから、直接というのが、それが

通るのかということと、３回目で価格が下がったというのは、鶏糞があるから下がったん

じゃないんですよね。落札者がいないもんだから裁判所は何度も下げてくるわけでしょ。 

それはちょっと答弁の誤りでありますので、その辺はしっかりと認識しとってください。 

 それと今言われるんであれば、鶏糞は、じゃあ落札者のほうが処分するようになってい

るのか、その辺もちょっと時間がないから、その辺も課長、しっかり。そうじゃなしに、

事業者のほうが処分しているんであれば、いつまでものらりくらりやられても、豊前市に

とっても、これはたまったものじゃないというようなわけでありますので、その辺をしっ

かり、これは市長、詰めていただいて、進めていただきたい。時間の都合上、答弁は結構

です。 

 時間がありませんので、お待たせしました。教育問題ということであります。毎年のこ

とですが、全国の学力調査ですね、この結果が出されていることと思います。そこで本市

の小中学校のことしの今の学力の状況がどのように。これは公表していないでしょうから、

県と国との比較で、今どのような状況にあるのか、お答えください。 

○議長 磯永優二君 

 学校教育課長、答弁。 

○学校教育課長 田原行人君 

 おはようございます。御質問の件についてですけれども、取りあえず問い合わせの件と

いうことで、数値等は、おっしゃったように公表しないというかたちで御理解していただ

いているかと思います。 

 福岡県の正答率ということで、ざっくり説明させていただきますが、小学校に関しまし

ては、全ての教科区分で全国平均を上回っております。中学校では、全ての教科区分で若

干でありますが全国平均を下回っていた状況になっております。 
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 小学校１０校、中学校４校の平均正答率等につきましては、小学校では国語Ｂが全国平

均正答率を上回っております。それ以外は僅かでありますが、やはり下回っております。 

 中学校に関しましては、数学Ｂが僅かに全国平均を下回っているところでございますが、

それ以外では全て全国を上回っているという結果でございました。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 それでは先ほど申しました、公表をしないということでしょうが、教育長、保護者の方

にとりましては、やはり学力の向上ということには、大いに関心があると思うんですよね。

やはりその辺も踏まえていただきたいと思います。 

 昨日、平田議員のほうからも教育長の方針ということで、いじめをなくすということは、

豊前市教育行政にとっては、御承知のように４・１６ですね、これはもう忘れることがで

きない、そして二度とやってはならないことと思いますが、それとあと英語、ＩＴという

ようなことで、おっしゃっておられましたので、しっかりとした学力の向上ということに

は努力していただきたいと思います。 

 そしてこれは担当課長のほうになるんでしょうけど、実はこれは全国学力調査というの

は、これはテストだけじゃなしに、これは質問紙が入っているでしょ。せっかくそれをや

っているんだから、その辺でお答え出来る範囲内でいいですから、何かその中で得られた

問題点等がありましたら、お答えいただきたいんですが。 

○議長 磯永優二君 

 学校教育課長、答弁。 

○学校教育課長 田原行人君 

 御指摘のとおりでございまして、全国学力学習状況調査と併せて児童生徒に対する質問

紙調査ということで、同日に行っているところでございます。残念ながら、平成２９年度

のデータでの分析というのは、まだ速報が出ておりませんので、２８年度の傾向というこ

とで簡単に説明させていただきます。 

 内容に関しましては、生活とか児童生徒の学習意欲や学習のやり方、方法ですね、学習

の環境とか家庭環境、家庭状況、中学校であれば部活に参加しているかどうかとか、家庭

学習にどのくらい時間を費やしているか、またテレビを家でどれくらい観ているかとか、

そういったような項目等、多岐にわたっておりまして、いま議員さんがおっしゃったよう

に、学力状況調査と併せて、クロスでこういったものを分析しているところでございます。 

 昨年の傾向ということで申し上げましたら、小学校では、授業における自分の考えを深

めあったり話し合ったりする活動というのが充実している。また中学校では丁寧で継続し

た補充学習等がポイントが高かったということで、あげられておるところでございます。 
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 一方で、ポイントが低かった項目というのは、小中学校共ですが、先ほど申し上げまし

たテレビその他ですね、メディア等の視聴時間がやっぱり長いというようなことは共通し

ておりました。 

 こういったことの課題のもとに、各学校で、学校の中の体制で、こういったものを検証

して、結果を踏まえながら改善して、また問題解決にあたっていく、そういった方法を取

っております。 

 またついでに報告させていただきますと、毎年１２月くらいに福岡県教委のほうから、

県内の動向等、そういったものを含めた分析結果が冊子でまとめられておりまして、豊前

市教育委員会では、学力向上推進会議というかたちで、各学校の学力向上の取り組みをそ

れぞれ発表しながら、意見交換をしながら検証しているところでございます。以上でござ

います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 いろいろな課題もあることと思います。これは学校だけでも、家庭だけでも、やはり解

決できない点がありますね。そこはしっかり学校と家庭と、そして地域も巻き込んだ、そ

のような連携をとりながら、多くの課題を解決、改善して、そして学力というか教育環境

の整った、そのような地域にしていただきますことを、教育長、お願いいたします。 

 さて、教育長、昨日は、先ほども言いました、平田議員から方針ということでしたが、

私のほうから教育長の教育ビジョンというものを聞かせていただきたいんですが、よろし

くお願いします。 

○議長 磯永優二君 

 教育長、答弁。 

○教育長 中島孝博君 

 おはようございます。早速私の教育ビジョンを述べる機会を与えていただきまして、感

謝申し上げます。また先ほど学力調査の結果等を御質問いただきましたのは、高い関心を

持って見ていただいているということで、大変ありがたく感じております。 

 さて、１０年に一度のスケジュールで改定されます学習指導要領が２０３０年を生きる

日本人の育成を目ざして、２０２０年に小学校を皮切りに本格実施される運びとなってお

ります。現在その内容が示され、来年度からは移行期間としての取り組みが始まる段階と

なっております。 

 そこで、オリンピックイヤーでもある、この２０２０年、これを大きい節目ととらえて、

私なりのビジョンを豊前市教育改革基本構想案として取りまとめ、去る８月の定例教育委

員会と、市長が主催いたします総合教育会議の場に提案させていただいたところです。 
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 その詳細につきましては、今後教育委員会の中で具体的に詰めていただくものですので、

現段階、あくまでも私個人のビジョンとして申し上げますけれども、豊前市が目ざすべき

教育の方向性として、私は子どもたちが、子どもから見れば、子どもが行きたい、また地

域保護者の方から見て、子どもを行かせたい、そう言われる学校づくりをぜひ進めていき

たいと思います。 

 具体的には、命と人権、これはきのうも申し上げました。命と人権をベースとして、ま

た郷土愛、これを基盤としながら、子どもたちがこれから厳しい社会をたくましく生き抜

く社会力、これを備えた子どもの育成に向けた、小中９年間を見据えたプラン、これを整

備して、学校の教育力だけに頼らず、先ほど議員も御指摘いただきました、地域、家庭の

力を結集したチームを組んで、これを、チーム学校豊前、というふうに私は呼んでいきた

いと思っておりますけれども、この組織を編成運営することを通して、人として大切な心

と社会を生き抜く力と、これをもって、ふるさと豊前を愛する子どもを育てていきたいと

いうふうに考えております。 

 ２０４０年予想で、人口２万人を切るとも言われています、本豊前市の人口予想曲線の

右下がりの傾きを、尐しでも鈍らせることができないかという命題に関わって、魅力ある

教育を推進していくということが果たす役割は小さくないと考えています。 

 そのためにも、私の教育ビジョンの具現化に向けて邁進してまいりたいと思いますので、

議員の御理解をお願いしたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 魅力のある学校づくりというようなビジョンと思います。教育長、就任時の御挨拶の中

で、あと一つ、米百俵の話をされたと思うんですよね。教育長、御存知でしょう、やはり

この長岡藩ですね、戊辰戦争で敗れた長岡藩は、石高を減らされ、財政的に行き詰まり、

そしてその支藩から米百俵が届けられた。これで藩士たちはしばらくは食えるであろうと、

つながるだろうと喜んでいた。ところがその米がいつまでたっても藩士に届かない。どう

いうことだと抗議に詰めかけたところ、ここで小林虎三郎より、今この米を皆に分け与え

てもしばらくしかもたないじゃないかと。それよりは長岡藩の将来のために、長岡藩の将

来を担う人材を育てるための教育に使おうではないか。こういう内容ですね。 

 それで教育長、現在グローバル化というような時代の中、やはり世界で通用する、その

ような人材をしっかりこの豊前から育てていただくということも重要ではないかと思うん

ですよ。 

 これは時間がないから続けてまいりますけど、先月ですね、内閣が改造いたしまして、

河野太郎氏が外務大臣に就任しました。韓国が、これは実は喜んだんですよ。なぜかとい
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うと、河野談話を出された河野洋平氏の息子に当たるということで、これは韓国に良い風

が吹くんじゃないかと。ところが河野外務大臣は、一昨年交わされた日韓合意をしっかり

と進めることを望む、というようなことですね。 

そして御承知のように、２０１５年結ばれた日韓合意の内容。これは安倍総理が、ここ

で申しておきますが、河野談話は見直さない、と言いました。しかし河野談話に同意する

ということは一言も申していないんですよ。談話が出されたのが確か１９９３年ですね。

だからもう２０数年も経ち、まだいつまでもいつまでも同じことを繰り返すのは、これは

大変であるから、もう子どもや孫の代まで引っ張ることのないように、ここで決着を付け

ようじゃないかということで、お金も差し上げる、賠償金になりますか。 

 それと同時に、今いろいろニュースでも取り上げておりますが、やはり従軍慰安婦を象

徴するかの尐女像ですね、この像の撤去もしっかりと韓国側に申し入れたわけです。とこ

ろが政権がかわったと一緒に、これは日韓合意は破棄するというようなことで。そして尐

女像を撤去するどころか、その数はますます増えてくる。そして挙句の果てにバスにまで

設置されるというような状況であります。 

 だからそのような国とも、これは国際社会では向かい合わなければならないんですよ。

そして大事なのは、いま歴史教科書ですね、中学校の歴史教科書を教育課長からお借りし

て拝見しました。教育出版をずっと使われて採択されていますね。そして一昨年くらいに

確か見直しをされたんじゃないかと。 

評価するべき点は中で何点かありますけど、満州事変に対しては、前は、満州に向けて

権益を求めて侵略した、という文言が削除されているのと、南京事件において住民と捕虜

を虐殺したという、この文言が改正されています。住民と捕虜が巻き込まれて死傷したと

いうような、その辺は一定の評価ができるんですが、それと一つ評価できるのは、杉原千

畝ですね、中で杉原千畝のことが紹介されている。リトアニアの外交官として多くのユダ

ヤ人にビザを発行し、多くのユダヤ人の命を救ったことは、現在でもイスラエルで高く評

価されている、ということは我々日本人の誇りなんですよ。日本人は、決して悪い民族で

はない、このような方もいたんだということを、しっかりこれは、もう時間がないから言

いきれませんが、歴史教育というものが今の教科書では甘い、ということを申し上げてお

きます。 

 その辺を踏まえて、しっかりとこれは近代史に向けた取り組みというものを、教育委員

会にまとめていただきたいんですが、時間がないので、一言いただいて終わります。 

○議長 磯永優二君 

 教育長、一言。 

○教育長 中島孝博君 

 グローバル化の必要性は、単に外国語を理解するとか、そういうことだけではなくて、
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他の国といかに付き合うか、それから自分の国の歴史・文化をどう認識するかというとこ

ろが特に大事だと思います。 

 そういう意味で、今の議員御指摘のことを、しっかりした教育内容を見つめて、指導し

ていきたいと思っております。 

○議長 磯永優二君 

 爪丸議員。 

○１２番 爪丸裕和君 

 よろしくお願いします。終わります。 

○議長 磯永優二君 

 以上で、爪丸裕和議員の一般質問を終わります。 

 ここで、一般質問の途中ではございますが、先ほど豊前市民の行方不明者の件にて、緊

急に豊前署から、執行部、市長と連絡を取りたい旨のお話がありましたので、ここで暫時

休憩をいたします。 

 再開は、放送にてお知らせします。 

休憩 １１時０１分 

再開 １１時１４分 

○議長 磯永優二君 

 緊急事態とはいえ、傍聴の皆様には、時間をとらせまして、御迷惑をお掛けいたしまし

た。 

 それでは、ただいまより休憩前に引き続き、一般質問を続行いたします。 

 ただいまより、平成豊友会の一般質問を行います。 

 まず、最初に、秋成英人議員。 

○３番 秋成英人君 

 議席番号３番の平成豊友会の秋成英人でございます。この度、７月に発生した九州北部

豪雨災害で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。同じ九州でこのよう

な甚大な被害が起きたことは、大きな驚きであり、非常に心を痛めております。特に、こ

れから台風シーズンになるので、災害を対岸の火事と思うことなく、日々注意を払いたい

と思います。それでは、一般質問を始めますので、執行部の皆様方の真摯な御回答をお願

いいたします。 

 ２０２０年の東京オリンピックは、日本人の誰しもが楽しみにし、多くのアスリートの

皆さんが、その出場のために日々精進を続けるであろうと想像できます。４年に一度のオ

リンピックを私も楽しみにし、連日テレビにくぎ付けになるだろうなと思っております。 

 オリンピックを見て思うのは、日の丸を付け戦う日本の代表の姿、そしてその背中を見

た日本国民は、日本という国に誇りを持ち、掲げられた国旗を見上げ、日本国民である喜



- 24 - 

びを実感するであろうと思います。そして日本を代表してオリンピックに出場し、他国の

選手と競い合い、優勝を勝ち得た者だけが歌うことができる日本の国歌に深い感銘を受け

ることでしょう。 

 スポーツを通して見る者を魅了し、心を一つにして応援することができる、それがオリ

ンピックの醍醐味です。この大きな世界大会が東京で開催されるということは、東京はも

ちろんのこと、日本国全体にとっても非常に大きな意味合いを持ちます。 

 東京では、現在大がかりな公共工事を行い、オリンピック開催後の管理運用方法をどう

するのかという問題はあろうかと思いますが、大きな経済効果があることは事実でありま

す。経済面のみならず、教育面にとっても、非常に効果のある一大イベントであり、豊前

市としても積極的に推進していくことが非常に有意義であると考える次第であります。 

 現在、様々な地域でオリンピックのキャンプ地誘致に取り組んでいるようですし、今回、

この質問を作成するに当たり、尐し調べさせてもらいました。豊前市としての活動は、尐

し出遅れている印象です。 

御存知ない方もいらっしゃるかもしれませんので、他の自治体でのキャンプ地誘致の状

況について、京築地域内の状況でかまいませんので、担当課長よりお答えください。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 質問にお答えいたします。京築管内ということでございます。まず新聞報道等にござい

ますように、行橋市がビーチバレーボールでメキシコからのキャンプ地誘致ということで、

現在、合意書の締結まで進んでいるというふうに聞いております。 

 またその他では、築上町、それからみやこ町がオセアニア諸国と、築上町につきまして

はレスリング、みやこ町につきましては陸上等で、現在視察の受入れをいたしまして、そ

れから先の取り組みについて検討している、というふうに聞いております。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 いま課長のほうから答弁がございましたが、近隣自治体では、行橋市が広島と協力して、

メキシコのビーチバレーの誘致に取り組んでいました。そして、オセアニア１５カ国を行

橋、築上、みやこ、みやま、そして柳川が協力しながら誘致に取り組んでいます。 

 先ほど申し上げましたように、オリンピック開催国というのは、経済的効果もさること

ながら、普段触れ合うことのできない世界のトップアスリートたちとの交流ができるチャ

ンスがあるということが、教育的見地から有意義であると考えます。 

 このオリンピックにより豊前市に対しては、どのような効果があるとお考えになるか、
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市長のお考えをお聞かせください。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 東京オリンピック・パラリンピック２０２０年と、間近に迫ってまいりました。私たち、

この東京での半世紀ぶりの開催というのは、非常に大きな期待と、それで生み出されるも

のに対して、何か予想せぬ流れになるのではないか、そんなワクワク感も持っているとこ

ろでございます。 

 いま秋成議員さんが言われるように、東京オリンピック、オリパラと通常言われており

ますが、オリパラの開催によって、経済効果だけでなく、日本人として誇りを持つ、再確

認する、そんな機会にもなるのではないか、そしてまた多くの外国の方々が東京だけでは

なく、日本に旅行する、日本では４千万人ともいえるような多くの外国人の旅行者を受け

入れる態勢をとろうとしております。 

これは大都市だけではなく、また旧来からの名所だけではない、我々の地方にも来てい

ただけるんではないかという期待もございますし、そういう意味では、オリンピックがも

たらすものは海外からの来客、そして我々の心の中の変貌と言いますか、そういう変化と

言いますか、そういう両面で大きく影響があるんではないか、そういうふうに思っており

ます。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。正直なところを申しますと、豊前市という立地では、宿泊地の数の問題

で、キャンプ地誘致は困難であるとは思っております。 

しかしながら、現実には、行橋、みやこ、そしてお隣の築上町では、県南地区と協力し、

オセアニアの１５カ国からなる選手団をおそらく自分の自治体の得意分野を生かし、キャ

ンプ地誘致を行っています。そのようなときに、なぜ我々豊前市としてアクションを起こ

す、もしくは近隣自治体と協力し、誘致の輪に入れてもらわないのでしょうか。 

 そこで質問ですが、なぜ現在、そういった行動を起こしていないのか、理由をお答え願

います。例えば、今からでも、行橋、みやこ、築上と協力し、参加は可能なのか、併せて

お答えを、担当課長よりお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地の誘致につきましては、従前、内部で
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検討したことがございます。ただ、施設的に十分なものがございませんので、中々難しい

だろうということがございました。その後、本年度に入りまして、小規模な選手団、例え

ば個人種目でありますとか、そうしたものについて誘致をできないかということで、県の

スポーツ担当部局とも御相談いたしまして、検討いたしました。 

 ただ、キャンプ地の誘致につきましては、オリンピック組織委員会から、誘致を前提と

してその後の国際交流等を進めてほしい、というような前提が求められておりました。現

状では豊前市、ハワイ州との国際交流も進めておりますので、中々複数の都市との国際交

流は難しいんだろうなというようなこともございまして、現状では受け入れが中々できな

いというふうに判断をしております。 

 周辺の自治体との協力、御質問にありましたように、築上町、みやこ町では、オセアニ

アの国々とのいま交渉をしているようでございますけれども、そうしたものについては、

具体的にいま検討してございませんので、今後、そういう所との協力が可能かどうか、再

度検討させていただきたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 これはですね、キャンプ地誘致に成功した場合の話になりますが、京築を挙げてアスリ

ートの交流、並びに国と国、自治体との交流として、子どもたちにとって非常に大きな経

験の場になると思います。キャンプ地として豊前が選ばれなかったとしても、子どもとア

スリートとの交流は可能と考えます。 

 各自治体の代表間で、そういった話し合いが可能であれば実現すると思いますが、交渉

を行う気持ちがあるのか、市長、回答を願います。 

 併せて、この取り組みには、京築２市５町で行うことが大事なことでもあると思います。

豊前市長として、どう動かれるのかもお答えをお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 実は、お答えの前に、先ほど爪丸議員さんの質問の中にありました、リトアニア共和国

のほうとも、向こうのほうから選手団受け入れは難しいかもしれないけれども、応援団が

経由する地として、どうだろうかという非公式に話があったり、まさに１５カ国あります

オセアニア地域の１カ国の大使が、あんたの所を訪ねて来ていいか、というようなそうい

う情報もあります。 

 ただですね、これを縁があるからすぐにというような、我々のいわゆる受け入れ環境が

本当にできているのかどうか、受け入れるからにはきちっとやらなければいかんのではな
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いか。リトアニアに対しても、実は柔道という部門で受け入れてくれますかと、うちの柔

道の関係者にも話をしました。検討はしたいということでございましたが、中々国際的な

受け入れというのは非常に難しいところがありまして、今日に至っているところでござい

ます。 

 そういうふうに何もしなかったんではなくて、何か縁があればということで努力はして

まいりました。ただ、豊前市だけではなくて、地域全体で何かを、京築で何かを受け入れ

ようと。みやこ町さんは、公認の立派な陸上競技場を持っておられます。また築上町さん

はレスリングという地域の歴史を、国の中でも名選手を出した歴史がございます。そうい

うベースがあってのところだと思いますので、そういうことをそれぞれ京築の２市５町が

どのように受け止めているのか、そういう話は公式にはしたことがございません。 

ただ、時間も限られておりますし、こういう機会が、２市５町が集まるような機会があ

れば、公式ではできないかもしれませんが、皆さんの中に御意見を聞いてみたいというふ

うに思います。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 よく分かりました。よろしくお願いいたします。せっかくの機会でありますので、ぜひ

とも前向きな取り組みをお願いいたしたいと思います。 

 次に、築上北高跡地の３つの文化施設の運営に関して、質問いたします。生涯学習課長

にお尋ねいたします。図書館については指定管理と存じていますが、他の２施設の運営は、

豊前市直営でよろしいのでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 そのとおりでございます。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 今回、質問するに当たり、事前にこの三つの館を視察してきました。図書館の敶地はさ

ほど気になりませんでしたが、中央の緑地は草が伸び放題になっておりました。また多目

的センターに至っては、植垣の植樹と雑草の区別がつかないほどでした。特に多目的文化

センターは様々な行事が行われる場所ですし、市外の方も多数お越しいただいている豊前

の顔となる施設です。そのような施設が雑草だらけでよいのでしょうか。 

 先日、あまりにもみすぼらしい光景が気になり、市職員に指摘したところ、青豊高校の
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学生さんたちと思われる方々が草刈りをしていたようです。 

 今回、一般質問を事前通告したのにあわせて、慌てて草刈りを依頼したとしか考えられ

ないタイミングのように思いますが、そういうことはないのでしょうか。もしかしたら高

校生が普段施設を使わせてもらっているお礼にと、自ら言いだしたタイミングが重なった

だけということでしたでしょうか。雑草が生えていることを指摘されたら、その都度、今

回のように学生さんたちが動員されるのでしょうか。彼らはアルバイトではなく、無償で

手伝わされているのではないですか。 

 草刈りをしている現場を目撃した方から話を聞いたのですが、学生さんたちは、ジャー

ジや作業着などは着用しておらず、制服姿であった、とのことでした。以前から草刈りを

する予定があったのであれば、当然、汚れてもいいジャージや作業着を準備して臨んだと

思いますが、突然依頼したために、制服のまま草刈りをすることになったのではないかと

思っています。 

 さらに言うならば、現場には付き添いの先生や指導者らしき方がおらず、また市職員等

は同席しておらず、学生さんたちしか見当たらなかったと聞いています。 

 大人や監督者が不在で、もしものことがあった場合の責任の所在はどこにあるのでしょ

うか。本来であれば、誰がどのように管理をして、どのような方法で景観を維持している

のでしょうか。もしかして、ボランティアの善意に任せている、などというようなことは

ありませんでしょうか。 

 仮にボランティアにお願いするにしても、草刈りのみと言えども、学校に依頼するとす

れば、正規の手続きが必要なのではないでしょうか。ボランティア保険の加入状況に関し

ても不安が残ります。本件について、生涯学習課長より納得のいく説明をお願いいたしま

す。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 いま御指摘のございました３施設の環境整備につきましては、中央のいわゆる芝生広場

と呼んでいる所がございます。これにつきましては、イベント等でも利用していただいて

おりますので、その都度、私どものほうで草刈りの実施をしております。ちょうどこの時

期でございますので、尐し伸びていたこともあろうかと思いますけれども、先日も草刈り

のほう、実施をしたところでございます。 

 それから多目的文化交流センターにつきましては、今回、御質問をいただきまして、施

設のほうに確認をいたしました。それで図書館を含めて、施設の周辺の草刈りにつきまし

ては、それぞれの施設でやるようにという指示をしておりますので、ちょうど多目的が、

議員御指摘のように伸び放題になっておりましたので、至急草刈りをしてほしいというこ



- 29 - 

とで指示をいたしましたが、青豊高校の学生さんが、というのは、すみません、私のほう

で把握をしておりませんでした。 

したがいまして、その経緯等については、いま確認をしておりませんので、現場に、ど

ういう経緯でそういうことになったのか確認した上で、御報告をさせていただきたいと思

います。もしこちらから依頼したということであれば、議員御指摘のように、様々な問題

が生じるということになりましょうから、その辺を含めて確認をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 ぜひ、早急に確認をしていただきたいと思います。 

 もう１点、気になりますのが、駐車スペースの狭さです。三館共通の駐車スペースでは

ありますが、多目的文化センターのほうが主に利用されている場所が大変狭いように思い

ます。現在のように芝生広場の管理ができない状況であれば、いっそのこと駐車スペース

に転換するという方向性も検討されるとよいのではないかと思います。 

駐車スペースに関して、どうお考えになるか、市長のお考えをお聞かせください。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 あの芝生広場につきましては、立地的には非常にど真ん中というかたちでございます。

年間の行事の中で、あの場所を使って主体的にあそこがメイン会場、もしくはサブ会場な

どで使われるというのもあるように思います。そういう使い方にもよりますが、そこをな

ぜ芝生にしているのか、やはりコンクリート・アスファルトで固めてしまった中に、グリ

ーンが尐しでも多いほうがいいという考えもあったんだろうと思っています。 

 そういうものを総合的に勘案しながら、今後いま言われましたように、駐車場として普

段使うことができないのか、関係課と、また関係者と話し合ってみたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。 

では、続きまして、埋蔵文化センターについて質問させていただきます。初歩的なこと

で申し訳ありませんが、私も詳しくございませんし、市民の皆様も御存知ない方が多いと

思います。埋蔵文化財センターは、どのような業務をされているのか、生涯学習課長より

説明をお願いいたします。 
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○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 埋蔵文化財センターにつきましては、私ども業務で行っております文化財の調査等の拠

点として活用しております。特に開発行為等で埋蔵文化財の調査をしました後に、いろん

な出土品、土器とか石器とかございますけども、そうしたもの、それから記録をいたしま

した図面、写真類、そうした記録資料等を持ち帰りまして、あの埋蔵文化財センターのほ

うで保管、それから整理、そして必要な刉行物の作成等をしております。 

 一方で、そうした資料を市民の皆様にお伝えをして、そして郷土の歴史をそういう文化

財の面から学習していただくということで、展示室を設けておりまして、この展示室で発

掘調査等の成果について公開をしているところでございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。では三館の来場者について、お聞きします。各館の来場者は、どのくら

いでしょうか。生涯学習課長、お答えをお願いします。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 今ちょっと細かな資料を持ち合わせておりませんけれども、およそでよろしいでしょう

か。 

（秋成議員「はい」の声あり） 

およそで、年間約１１万人ほどでございます。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 三館の来場者についてお聞きしたいんですけど、合わせて１１万人ですか。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 いま記憶しておりますのは、１１万人であったと思っております。 

○議長 磯永優二君 

 本会議の場でいい加減な数字を言ったらいかんから、至急調べさせたらすぐに出るやろ。 

 生涯学習課長、答弁。 
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○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 分かりました。細かな数字を拾ってまいりますので、尐しお時間をいただいてよろしい

でしょうか。 

（秋成議員「分かりました」の声あり） 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 私が感じるところ、埋蔵文化財センターの来場者数が尐ないように感じますが、何か方

策を取られているでしょうか。 

 例えば、図書館で行われている新聞展や読み聞かせのイベント、また多目的文化センタ

ーの神楽の定期公演等のように、あらゆる年齢層の方が興味を持たれているような企画を

立てられていらっしゃるでしょうか。夏休みに子ども向けのイベントを行うだけというこ

とは、さすがにないかと思いますが、集客方法について、生涯学習課長よりお答えをお願

いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 議員おっしゃいますように、いま夏休みに、ことしですと４回、子どもたちを対象にし

た体験教室を実施しております。それから今月２２日から開催いたしますけども、年に１

回の企画展を開催しております。そして後その企画展にあわせまして、講演会であります

とかそうしたものを開催しながら集客に努めているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。それだけの集客努力を行っているということで、若干尐ないのではない

かなということで驚きを覚えました。あんなに立派な展示施設を有しているのに、宝の持

ち腐れのように感じますが、たくさんの来場者に来てもらいたいと望んではないでしょう

か。埋蔵文化財を所蔵するだけの施設でいいのでしょうか。生涯学習課長の見解をお聞か

せください。 

 主に施設の在り方について、そして今後の運営方針についてもお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 議員おっしゃいますように、たしかに三館の中で、埋蔵文化財センターが一番利用客が
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尐のうございます。私どもは、文化財の保護を通じて、この地域の歴史をどう住民の皆様

に還元をして、そして豊前市がいかに歴史的に素晴らしい所であるかということをお伝え

するのが仕事というふうに考えてございます。 

 そうした意味で、まだまだいろんな事業、それから展示等が不足しておるというところ

は御指摘のとおりというふうに認識をしておりますので、今後そうしたところを改善して

いきながら、また埋蔵文化財だけではなくて、昨年末からは一部民族資料の公開もできる

ようにしておりますので、埋蔵文化財だけではなくて、様々な文化財を対象としまして、

市民の皆様にその成果をお伝えできるように改善をしていきたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。埋蔵文化財センターの土・日の管理体制は、どうなっているかについて、

お伺いいたします。 

 聞くところによると、市職員がいないときは、ガイドボランティアの方だけで管理され

ているのでしょうか。来場者への説明や危機管理は問題ないのでしょうか。今後も市職員

が不在の時間は、同じように対応されるおつもりでしょうか。生涯学習課長、お答えをお

願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 埋蔵文化財センターは、基本的に展示部分は月曜日が休館ということになってございま

す。それで土・日の取り扱いにつきましては、土曜日は職員が出勤をして管理をしており

ます。日曜日につきましては、豊前市史跡ガイドボランティアの会にお願いいたしまして

管理をしていただいております。 

 もしものときの危機管理ということでございますけれども、何か問題がございましたと

きには、必要な連絡がくるように、連絡体制は整えているところでございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。それでは三館の運営費について、お伺いいたします。それぞれの施設の

経費はどれくらい掛かっているのでしょうか。生涯学習課長、お答えをお願いします。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 
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○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 すみません。いま細かい資料を持ち合わせておりませんので、後ほど御報告させていた

だいてよろしいでしょうか。 

（秋成議員「はい」の声あり） 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。図書館は既に指定管理者による運営ですが、経費削減のため、他の二館

も指定管理者制度の導入はできないのでしょうか。経費削減はもとより、職員の手だけで

多数の施設を管理するのは、限界があるのではないかと思っております。 

 京築神楽を盛り上げようと、定期公演を行っていても、日程についての情報がアップデ

ートされておらず、多目的文化センターの公式ホームページは、２年前に更新が止まった

ままです。せっかく市外からお客様が豊前に神楽を見に行こうと思ったとしても、２年前

の公演スケジュールしか見ることができず、それ以上の情報を探そうとせずに諦めてしま

うかもしれません。管理業務が滞っていることによる機会の損出が起きた可能性も否めな

いと思います。 

 この状況について、市長はどう思われますか。指定管理者制度の導入について、見解を

お答えください。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 北高跡地の三館の内、図書館につきましては、御承知のように指定管理させていただい

ております。他の二館についてどうだろうか、という御意見でございますが、確かに多目

的文化センターですね、あの部分については、情報発信力も、いま直営と言いますか、市

が管理しながら中々できていないという実態を、いま指摘されたところでございます。そ

ういうのを含めて、総合的にどのようにすればいいのか、いま考えているところでござい

ます。 

確かに指定管理者制度の良いところがございますし、神楽の国指定もできましたし、こ

れからやはり豊前の代表的な伝統文化、地域芸能としてもっと力強く発信していくにふさ

わしい体制を考えていかなければと思っています。 

 ただ埋蔵文化財センターは、御指摘いただきましたが、かなり学芸員とか特別な資格を

持った人が配置されなければならない、それからやはり埋蔵されたというか、過去の歴史

の中で価値のある物をたくさん抱えております。それを常時調査しながら、というところ

もございますので、尐し馴染まないところがあるんではないか。そういうようなことでご
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ざいますし、御意見として参考にさせていただければと思っております。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 申し訳ありません。先ほどの利用人数でございます。資料が手元にまいりましたので、

お答えしてよろしいでしょうか。 

（秋成議員「はい」の声あり） 

平成２８年度実績で埋蔵文化財センターが１８９９名、それから多目的文化交流センター

が２万９０３１名、図書館が８万５４２４名で、合計で１１万６３５４名となっておりま

す。図書館につきましては、図書の利用者数ではございませんで、入り口にセンサーのつ

いたカウンターを設けておりまして、それによる計測の数字でございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 分かりました。市長も先ほど述べられましたように、ぜひとも前向きな御検討をお願い

いたしたいと思います。 

 次に、主権者教育について、お伺いいたします。平成２７年６月に公職選挙法を改正す

る法律が成立し、選挙権年齢が１８歳以上へと引き下げられました。それに伴い、文科省

より各都道府県教育委員会に対し、主権者教育の充実、及び啓発が通知されたと聞き及ん

でいます。これは何も高校教育に対してのみではないのではないかと思います。 

我々国民には、選挙という手法を用いて政治に参加できる、という権利というものを持

っているということ、そして主権者教育を通し、豊前市における政治というものを知る機

会、ひいては国民の義務である、納税・教育・勤労といった三大義務等を学ぶことのでき

る場であろうかと考えます。これらを高校教育だけではなく、小中学生から学ぶことは、

愛郷心にも通ずると考える次第であります。 

 そこで質問に移りますが、現在、豊前市において小中学生に対する主権者教育と言われ

るものに対し、何か取り組みを行っていらっしゃるのか、お答えください。 

○議長 磯永優二君 

 学校教育課長、答弁。 

○学校教育課長 田原行人君 

 お答えいたします。議員が御指摘のとおり、平成２７年６月の公職選挙法の改正に伴い

まして、文部科学省のほうで、おっしゃったようなかたちで主権者教育に関しては、特に

推進するということで、文科省内で検討チームをつくっているということで、またその取

り組みについて、平成２８年、昨年の６月に最終取りまとめが出たということもありまし
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て、こういった取り組みがあることは承知しているところでございます。 

 この主権者教育の目的につきましては、議員ももう既に御承知かとは思いますが、単に

政治の仕組みについて必要な知識を習得させるということにとどまらず、主権者としての

社会の中で自立し、他者と連携協働しながら社会を生き抜く力を、地域の課題解決を社会

の構成員の一人として主体的になることができる力を身に付けること。主権者教育を進め

るにあたっては、子どもたちの発達段階に応じて、それぞれが構成員となる社会の範囲や

関わり方にも変容し、ということなので、学校・家庭・地域が互いに連携協働をしながら、

社会全体で多様な取り組みを行うことが必要である、というふうにしているところでござ

います。 

 御質問の件に関して、具体的な取り組みということでございます。主権者教育に関しま

しては、先ほどのような公選法の年齢引き下げ等の関係もございましたか、基本的な学習

については、主に高等学校のほうで行うということになると認識しておりますが、小中学

校においても考えられる主権者教育ということで、以下のような内容があげられるかと思

います。 

 まず、小学校に関してですが、６年生の社会科において国の政治の働き等について学ぶ

機会がございます。この中で国民主権が日本国憲法に基づいているということ。国民とし

て権利及び義務ということで、権利については選挙権の行使について学ぶ、義務について

は先ほど議員が御指摘された一つの中で、納税について学ぶ等、こういったような授業も

ございます。 

 中学校につきましては、小学校の公民的分野ということで、この中で国民主権が、また

やはり小学校同様、日本国憲法に基づくものであるということをきちんと学んだ上で、今

度地方自治についての基本的な考え方、また主権者としての自覚を深めたり、主体的に政

治参加するというようなこと。具体的に議会制民主主義の政治の意義について、選挙等を

行うことによって国民の意思を反映させる手段としての選挙というようなことを学ぶ、こ

ういったようなことが実際に取り組まれている内容かと思っております。以上でございま

す。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 実際ですね、主権者教育を小中学校で行うことは、非常に難しいと私も考えております。

まず教育者がどうやって主権者教育というものを理解し、子どもにどのように手法を使い

をしているのか、そして公平性を保つのか。選管等と協力しどう行うか等、いろいろな大

きな課題があろうかと思います。 

 しかし、先ほど私が述べましたように、日本人として生まれたからには、避けて通れな
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い、もっと言えば一般教養と同じくらいの大切なことであるのではないかと考えます。 

 そこでこういった考え方は、市と共有できるのか、教育長の答弁をお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 教育長、答弁。 

○教育長 中島孝博君 

 御指摘のように主権者教育というのは、子どもたちが学ぶ中でもとても大切な内容、領

域であると思います。社会科や中学校の公民等の中で、政治の仕組みとか税の仕組みを学

ぶことと併せて、道徳等の中で日本人としての自覚をしっかり持たせる、こういったこと

が総合的になされて、子ども自身が、人間として、自分が何のために生きて、どうこれか

ら生活していくのか、ということを考えさせていく上で、とても大事だと思います。 

 その意味で、学校だけの力では、中々深い内容の学びができにくい面もあろうかと思い

ますので、例えば税務署等の税の教室、また出張で出向いていただいて、子どもに直接学

ばせていただくような機会もありますし、選挙管理委員会等とも相談をさせていただいて、

そういう内容の深い提案を、子どもたちに出会うことができるように、考えていきたいと

思います。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 私たちが小中学校のころ、道徳の時間というものがございましたが、現在では道徳の教

科になろうとしております。現在は移行期間であろうかと思われますが、この時間を使い、

こういった主権者というものを学ぶ時間として使うことは、現行制度上可能であるのでし

ょうか、御説明をお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 教育長、答弁。 

○教育長 中島孝博君 

 道徳は心の構えを学んでいくところですので、その道徳の中で直接主権者教育を行うと

いうことにはなりませんけれども、さっき述べたこととつながりますけど、心を育てると

かいう意味では、道徳というのは全教科とつながってまいりますので、そういうつながる

という意味では含まれると考えます。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 子どもたちにとって、豊前市議会というものが一番身近であり、生活に直結しているも

のであります。仮に子どもたちが傍聴に来れば、家に帰り、両親や、お祖父ちゃん、お祖
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母ちゃんと話をするであろうかと考えます。 

 こういった取り組みを真剣に行うかどうかは、教育長制度が変わり、自治体の長が決め

ることであろうかと思います。可能であるならば選管と連携し、出前授業や模擬選挙等、

楽しみながら政治を学ぶことも考えられます。 

 こういった授業を行うにあたり、市長はどのような課題があると思われますでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 小さい頃からいま御指摘がありましたように、自分の生まれたふるさとに、育つ地域に

深い関心と思いを、愛情を持つということは、大変大事なことだと思います。その教育、

それを育てる教育の一環として、主権という立場、つまり自分たちが責任を持って、この

地域を守り伝えていくんだという、小さい頃からの教育というのは大事なことだろうと思

います。 

 それをいま御提案のようなかたちで出来るのかどうか、これは私も教育総合会議の会長

として、自治体の長として教育にコミットできるという立場にあります。ただ、これが今

の制度上、どのように馴染んでいけるのか、取り入れられるのかどうか、研究していきた

いと思います。 

○議長 磯永優二君 

 秋成議員。 

○３番 秋成英人君 

 主権者教育は、ひとつ間違えれば、偏った教育を子どもに押し付ける可能性があること

は否めません。しかし、やり方次第で子ども時代から、ふるさと豊前市の子どもであると

ともに、日本国民の一人であるという自負を持ってもらえる可能性があり、教育の重要課

題であろうかと考えます。 

 どうかその課題を大人たちが知恵を絞り、見つめ直す機会として前向きに取り組んでい

ただくことをお願いし、私の一般質問を終わります。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 秋成英人議員の一般質問が終わりました。 

 ここで議事運営上、暫時休憩をいたします。 

 なお、再開については放送にてお知らせいたします。 

休憩 １１時５９分 

再開 １３時２０分 

○議長 磯永優二君 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 一般質問を続行します。 

 平成豊友会の質問を続けます。福井昌文議員。 

○７番 福井昌文君 

 昼から平成豊友会、二番手の福井です。執行部の前向きな答弁を期待いたしまして、質

問を行いたいと思います。通告書の順番と前後しますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 まず、最初に住民サービスについてであります。行政による住民サービスは、人口増対

策や定住促進につながる大切な業務の一環だと考えます。豊前市も様々なことに取り組ん

でいますが、まだまだ改善点があるような気がいたします。 

 私が以前も質問しましたが、コンビニを利用して税の収納や住民票写し等の交付の計画

はないでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 市民課長、答弁。 

○市民課長 井上由美君 

 お答えいたします。コンビニ交付につきましては、以前にも御質問いただいたところで

ございますが、現在の状況について、お答えしたいと思います。 

 まず、福岡県内のコンビニ交付の状況をお伝えします。現在、６０市町村中、１１団体

が実施しており、実施率は１８．３％となっております。全国的にも２５％ほどの取り組

みと聞いております。 

 次に、豊前市の現状でございます。まずコンビニ交付を受けるためには、マイナンバー

カードが必要となりますが、豊前市の平成２９年７月末現在の交付率は、７．３％にとど

まっております。また平成２９年度秋以降は、マイナンバーによる国の自治体間の情報連

携が行われることにより、社会保障関係の申請で、住民票や所得証明などの添付が不要に

なることになっております。 

 証明書発行数が減尐することなど、今後は発行数も変化してくると思いますので、現在、

状況把握に努めているところでございます。 

 コンビニ交付を導入するためには、初期費用といたしまして、市がシステムを構築しな

ければなりません。また導入後も維持管理費としての経費や負担金、また証明を発行する

コンビニに委託料として１件あたりの経費も支払わなければなりませんので、現在、費用

対効果について、検討を行っているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 マイナンバーの活用がまだまだ浸透していない、いまいちの状況でありますので、マイ



- 39 - 

ナンバーの活用も促進できるんじゃないかと思っております。 

 例えば、コンビニ交付が無理としたら、取りあえず試みとして、私は、宇島駅前の観光

案内所で印鑑証明や住民票の写しを交付したらどうかと考えますけれども、その辺の考え

は。 

○議長 磯永優二君 

 市民課長、答弁。 

○市民課長 井上由美君 

 観光協会への委託との御提案でございますが、通勤などで、日中、市役所においでいた

だけない方の利便性の向上にはつながるのだろうと思います。 

 現在、費用の面で、中々コンビニ交付を導入できていないこともありますし、システム

などの費用がなくて安価に行えて、住民の皆様の利便性の向上になる方法は取り入れてい

きたいと考えております。 

しかし、委託に関する法的な根拠や個人情報保護などのセキュリティの関係もございま

すので、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 近隣の市町村を見ますと、行橋市は、来年、コンビニ交付を実施するようであります。

新聞等にも載っていましたけれども、みやこ町でもコンビニで住民票、印鑑証明の交付が

できると記載されていました。豊前市も、他の市町村に遅れのないよう、住民サービス、

このまちに住んで良かったと思えるような取り組みを行ってもらいたいと思います。住民

サービスは終わって、次の質問に入らせていただきます。 

 ２番目に、被災地への対応についてお聞きいたします。７月５日、九州北部地方は激し

い豪雨に襲われ、朝倉地区や大分県の日田地区は、予想をはるかに上回る被害に遭われま

した。被災された方々、またお亡くなりになられた方々に、改めてお見舞いとお悔やみを

申し上げます。 

 そこで、質問に入りますが、現在、復興に向け、あらゆる所からボランティア活動に来

られているようであります。新聞報道を見ますと、近隣の自治体などは、すぐに何らかの

かたちで応援をしているようでありますが、豊前市は何か応援などは行いましたか。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 被災地への支援について、お答えさせていただきます。豊前市からは、現在、大きく分

けて義援金と人的支援をさせていただいております。義援金に関しましては、被災地が、
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被災が確認された後、７月１０日でございますが、正面ロビーに義援金箱を設置いたしま

して、８月３１日まででございますが、集計では６１万９０８５円となったところでござ

います。この期間については、本年１２月まで延長させていただいて、状況を見ながら対

応させていただきたいというふうに考えております。 

 また議会とも相談させていただきまして、予備費より、朝倉市に６０万円、添田町に２

０万円、東峰村に２０万円を義援金として送金し、８月１０日、後藤市長、中島教育長、

そして私、総務課長で、各自治体に目録を届けさせていただき、お見舞いをさせていただ

いております。 

 次に、人的支援でございますが、福岡県市長会の枠組みの中で、災害派遣計画に沿って、

職員を派遣しております。現在まで１２日間、延べ２４名を派遣し、今後も計画に沿って

派遣してまいりたいというふうに考えております。また、職員労働組合から支援要請に対

応し、組合執行部と若手のユース部員により、３日間、延べ１５名が参加をし、個人民家

の土砂撤去作業の支援を行っております。 

 また全ては把握しておりませんが、職員の中には、個人やグループで、直接、土・日を

利用いたしまして、災害ボランティア活動に参加をしているところでございます。合わせ

ますと、市職員だけでも延べ６０名以上の参加となっているところでございます。 

 その他、民間では、私どもが確認しているところでは、豊前商工会議所青年部が、トラ

ックに重機を積んで朝倉に入り、土砂の撤去作業に参加した、というふうに聞いておりま

す。また本年設立されました豊前市防災士会と市職員がボランティアバスとして１台参加

し、現地スタッフと連携した支援を行っているところでございます。 

 さらに今月末には、社会福祉協議会と豊前青年会議所によるボランティアバスが計画さ

れておりまして、引き続き、豊前市といたしましても支援を行ってまいりたいと考えてい

るところでございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 いろんな義援金や人事派遣、いろんなことをしているようでありますけれども、こうい

うことは、できるならばなるべく早くして、やってもらいたいと思います。 

 それと豊前市にも個人的にボランティアに参加したいという方がおられますが、問い合

わせなどはありましたか。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 お答えします。問い合わせは、私ども交通防災係のほうに幾つもの問い合わせが入って
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いるところでございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 私のほうにも地元の方から相談があって、ボランティアに行きたいけれども、個人的に

行って、どこの窓口に行っていいか分からないとか、そういう疑問点がありましたので、

そこら辺は、市が、例えば市報に掲載するなり、ボランティアの方の窓口はどことか、そ

ういうふうな窓口を掲載してもらいたいと思いますが、その辺の考えは。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 民間のボランティアの支援につきましては、被災地の社会福祉協議会を窓口といたしま

して、ボランティアセンターが設立されて、そこで受付を行っております。またそれぞれ

の自治体にございます社会福祉協議会では、通常時はボランティア活動の窓口として活動

しておりまして、ボランティア保険の取り扱いや、先ほど御紹介しました復興支援にかか

るボランティアバス等の運行の事業に取り組んでいる状況でございます。 

 議員より提案いただきました件につきましては、市民の皆様が復興ボランティアへの参

加について、現在、市のホームページのほうに掲載しているんですが、さらに内容を充実

させまして、また市報にも、細かくそういう支援について掲載していこうというふうに考

えていますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 近い地区でありますので、ボランティア活動の募集とかありましたら、即座に市民に分

かるように、対応してもらいたいと思います。 

 そして次に、マスコミ等によりますと、復興の業者が足りない、という報道がなされて

いました。地元で何社かある業者は、機械類が水に浸かり、仕事の要である重機類は流さ

れ、重機をリースで賄いながら復興作業をしている状況のようであります。そのようなこ

とについて、応援などは何か考えていますか。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 お答えします。被災地への支援体制につきましては、熊本大震災等を教訓に、現在、福

岡県市長会の枠組みの中で窓口を一本化にして、被災地の要望等に迅速かつ効率よく対応
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している状況でございます。現在、その復興支援の業者が足りていないというような情報、

支援内容については、入ってきておりませんが、県の枠組みの中で、そういう状況がある

のか確認させていただきまして、今後そういう状況があれば、私たちも協力していきたい

というふうに考えているところでございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 課長も御存知かと思いますが、いま公共事業もだいぶん減って、豊前市の土木業者も、

今の時代、一つでも仕事がほしいという業者は、たくさんいると思います。ぜひ行政が窓

口となって、かけ橋になっていただき、推進してもらいたいと思いますが、もう一回答弁

をお願いします。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 そうですね、現在の豊前市の状況は非常に厳しい財政の中で、公共事業も減っておりま

す。そういう機会、チャンスがあれば積極的に市の方も応援していきたいというふうに考

えているところでございます。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 ぜひ前向きな方向でお願いしたいと思います。朝倉地区、ここから車で行けば１時間半

くらいで着きますので、５時まで仕事をして、こっちに６時半くらいには帰れますので、

通うということは十分可能かと思います。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

 豊前市は、東松島市と災害協定を結んでいます。その経験を生かし、同じ福岡県であり

ます。ぜひ朝倉市、東峰村地区の復興に協力し、困ったときはお互い様の精神を持って、

今後も取り組んでいただきたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。次は、安全・安心のまちづくりを質問いたします。先

ほどの質問でも申しましたが、九州北部豪雨をはじめ、いま全国どこでどのような自然災

害が起こるか分かりません。防災意識を高め、防災時の体制づくりが非常に大切ではない

かと思います。 

 そこでお尋ねいたしますが、以前から各々の議員や市民からも質問されています。そし

て、きのう黒江議員からも質問がありましたが、防災無線の進捗状況を、もう一度お聞か

せください。 

○議長 磯永優二君 
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 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 防災無線の戸別受信機等について、お答えさせていただきます。この件につきましては、

２５年に現在の屋外拡声放送を整備して以来、市民の皆様から様々な御意見をいただいて

いるところでございます。また議員の皆様からも要望等、提言もいただいている状況でご

ざいまして、また今、御紹介にございましたように、今までに経験したことのない、大災

害が頻繁に発生しておりまして、このような情報を確実に住民に伝えるには、現在の屋外

拡声放送だけでは不十分という認識でございます。 

 この問題を解決するには、やはり戸別受信機の全戸配布というのが必要だというふうに

認識しているところでございます。 

 これにつきましては、きのうも黒江議員さんに御答弁させていただきましたけれども、

庁内の検討委員会を設けまして、検討した結果では、戸別受信機の配布につきましては、

全戸配布とし、導入方式については、戸別受信機の性能はもとより、利用者の利便性を考

慮し、なおかつ経費負担軽減の観点から、起債充当率や交付税措置率の高い、そういった

事業の対象になるものということでございます。 

 そういうことで、これまで検討しておりますが、今後、議会とも最終的な御相談をさせ

ていただき、年内に方式を決定し、国県とも財源の問題を協議しまして、平成３０年度当

初予算に調査設計費を計上し、平成３１年度事業として全戸配布できるよう、鋭意取り組

んでまいりますので、議員の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。以上で

す。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 きのうも答弁にありましたが、３１年度に戸別受信機の配布ということをお聞きしてお

ります。このことは、我々も議会報告会を毎年開催しておりますけれども、もう去年、一

昨年くらいから言われているわけですね。ちょっと時間が掛かり過ぎたんじゃないかと思

います。予算の問題もあろうと思いますけれども、１億８千万円の基金もあったと思うん

ですけれども、その１億８千万円の基金は、これに充てるんですか。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 お答えします。先ほど申しましたとおり、有利な起債事業を、現在対象になるよう頑張

っておりますが、一部は交付税措置、残りをこの１億８千万円を使って整備したいという

ふうに考えているところでございます。以上です。 
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○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 有意義に使って、いち早い改善をお願いいたします。早く改善しなければ、今どき、い

つ何が起きるか、現状では分かりません。自然災害は時を選びませんので、いち早い改善

をお願いし、次の質問に移ります。 

 次は安心・安全なまちづくりの臨海工業線について、お尋ねいたしますが、６月議会で

も質問いたしましたけれども、今の進捗状況をお聞かせください。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 質問にお答えいたします。６月議会以降の進捗状況ということでございますので、２点、

御説明申し上げます。 

 まず１点は、北九州市と京築地区の８市町で構成されました京築北九州東部振興会議と、

あと県北東部の１７市町で構成されております福岡県北東部地方拠点都市地域整備推進協

議会において、毎年、建設促進について要望させていただいているところですけれども、

先月、関係市町で意見の取りまとめを行いまして、県との意見交換を済ませたところでご

ざいます。国への今後要望の運びとなっております。 

 それと周防灘湾岸線の道路建設促進期成会についてでございますけれども、長らく活動

が休止状態となっていたところでございますが、現在、構成の市町で活動を再開しようと

いうような合意に達しまして、再開に向けて、現在、準備を進めているという状況でござ

います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 期成会で協議したと、いま答弁がありましたけど、いつされましたか。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 本年７月でございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 じゃあ６月議会の後ということですね。 
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（総合政策課長、頷く） 

それと先ほど課長からも答弁がありました。福岡北東部地方拠点都市地域整備推進協議会

で協議を行われたと答弁がございましたけれども、ここに私も資料を持っています。周防

灘湾岸道路の整備ということで、これは吉富町のみがあげているようですけれども、豊前

市は、どうしてあげてないんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 各市町ですね、それぞれ連携をした取り組みになっておりますので、どこかが代表して、

こういうふうな意見提言を図っていこうと。ただ、県との意見交換の場等では、豊前市か

らも県のお考え、国のお考えというところをしっかりと確認をして、建設促進ということ

に努めてください、というところで意見具申をさせていただいているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 それならですね、課長、やる気があれば、これを促進しようと思うならば、吉富町と一

緒に、こういうふうに要望書をあげているんですから、やるという話し合いとか協議がで

きているんですか。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 具体的に、その件で吉富町さんのほうとお話をしたというところは、私のほうでは記憶

はございませんけれども、やはり期成会のほうも、今後活動を再開という向きになってお

りますので、豊前市からも要望書のほうにあげるというところを検討させていただきたい

と思っております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 これはですね、私も６月議会でも申しましたけども、防災対策の一環として、高潮対策

にもなると思うんですよ。そして課長も御存知のとおり、あそこの明神地区は、海抜ゼロ

メートルでありますよね。それはもう住民の皆さんにとって、今のこの異常気象の中、も

のすごく不安だと思います。早期解決に向けて、ここにあげているように、豊前市も吉富

町と一緒に国・県に働きかけて、県も過去と言いますか、何カ月前にやる気で、豊前市に

も一緒にやろうということが多々あったと思います。やっぱり熱いうちに何でもやらない
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と、冷めてしまったら行動も遅くなるので、その辺は早く乗るようにしてもらいたいと思

いますけど、課長、答弁を。 

○議長 磯永優二君 

 総合政策課長、答弁。 

○総合政策課長 藤井郁君 

 議員の御指摘も踏まえまして、やはり連携して広域で取り組んで、県・国に要望すると

いうことが、非常にこの活動を促進する上では重要なことだと思いますので、議員御指摘

いただいた要望書の、豊前市としても盛り込むという件、早速検討させていただきたいと

共に、促進期成会の事務局が京築広域市町村圏事務組合となっておりますので、この事務

組合との連携を図りまして、建設実現に向けて動きを強化していきたいと考えてございま

す。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 この前も申し上げましたが、能徳団地の渋滞、また推進等の解決の一環にもなるので、

ぜひ、もう早めに国・県に働きかけて、早急な解決をしてもらいたいと思います。市長、

御意見を。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 周防灘湾岸線道路の建設促進につきましては、期成会がいま動き始めたところでござい

ます。御指摘のように、能徳工業団地、また明神地区の不安というのを考えますと、１日

でも早く完成が、という望みは同じでございます。いま御指摘いただきましたようなとこ

ろも含めて頑張っていきたいと思っています。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 ぜひ、早急な対応をお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。安心・安全なまちづくりについてでございますが、豊前市は、幾

つかの谷に分かれています。山間部に行けば行くほど狭まっていき、山の斜面沿いに家屋

が建てられております。 

 九州北部豪雨の被害もそうでありますが、大雨のときなど、そこに住んでおられる方々、

不安が募るばかりとお察しいたします。そういった箇所の危険箇所の把握などは、できて

おりますか。 
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○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 危険箇所の把握について、お答えさせていただきます。昨年、市民の皆様にお配りしま

した、防災マップというのがございます。いわゆる豊前市のハザードマップでございます

が、これにつきましては、各災害危険の想定箇所が地図上に示されております。 

 この中には、土砂災害警戒区域が１５５箇所、指定されております。また洪水、浸水区

域、津波浸水区域、高潮浸水区域等については、県が指定をしまして、各市町村は、それ

に沿ってハザードマップで市民の皆さんに周知しているところでございます。以上でござ

います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 きのう、平田議員のほうからも意見がありましたけれども、流木や土砂災害の妨げにな

る砂防ダムなど、十分にいま整備されておるんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 農林水産課長、答弁。 

○農林水産課長 中川裕次君 

 まず砂防ダムと治山ダムがありまして、山林のほうの治山ダムにつきましては、毎年、

危険箇所等を地元区長さんをはじめ、地元の方々に箇所等の指摘等をしていただきまして、

現地確認等を行いながら、事業化に向けて取り組んでいるところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 そこでですね、区長さんたちから、課長、早急にやってくれとか、ここはこういうふう

に危ないとか、そういった具体的な例はないでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 農林水産課長、答弁。 

○農林水産課長 中川裕次君 

 ほとんどの谷で何基かずつは、治山ダム等がいま現在設置されている状況でございます。

そういった治山ダムの状況、また周辺の荒れぐあいですね、落石なり、そういう流木等の

状況等を勘案して、緊急性の高い所から区長さん等の指摘を受けて事業化を行っていると

いう状況でございます。 

○議長 磯永優二君 
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 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 だから区長さんに、個人の方が、ここが危ないとか、緊急を要するとかいう問い合わせ

とかはないんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 農林水産課長、答弁。 

○農林水産課長 中川裕次君 

 岩屋、合河地区にあっては、そういう問い合わせ等、取りまとめを含めて区長さんにお

願いをしているところでございます。地区等の取りまとめ等を受けた中で、市としても実

態把握等で現地の調査を行うということでございます。また角田、山田地区においても、

そういう危険箇所におきましては、その都度、行政のほうに連絡をいただいているところ

でございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 私もちょっと聞いたところによりますと、具体的なところまで申し上げませんけれども、

畑地区ですね、畑もいろいろ広いですけれども、畑地区の方が、豪雨のときにかなり水が

斜面から流れてくる。これは区長さんにも重々何回も言っているそうです。そういったと

ころをですね、課長、やはり職員が出向いて、どういう状況なのかということを把握して、

そして必要であれば早く工事なり対策を講じなければ、大雨のたびに不安でたまらないと

いう話を聞いています。 

 そういったのを、もう一度危険箇所を洗い直して、いろんな広報なりして、調査をして

もらいたいと思いますけども。 

○議長 磯永優二君 

 農林水産課長、答弁。 

○農林水産課長 中川裕次君 

 議員御指摘の畑地区につきましても重要箇所として、県のほうに要望しているところで

ございます。なお、現状等も踏まえて、再度、県のほうに要望をあげていきたいというふ

うに考えております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 先ほども申しましたけども、九州北部豪雨のあの被害をテレビで目の当たりにして、皆

さん、見ているわけですよね。やはり斜面際に建った家の方などは、ものすごく不安でた
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まらないと思いますので、砂防ダム、治山ダム、急傾斜対策、こういったのをもう１回洗

い直して、よく調査してもらいたいと思います。 

 いつ襲ってくるか分からない異常気象による自然災害、また現在の北朝鮮の見通しつか

ない行動など、様々な不安材料があります。緊急時の対応として、早急に防災無線の改善、

防災対策をお願いいたしまして、次の質問に移ります。 

 次は企業誘致についてであります。企業誘致は、豊前市において雇用の確保、または人

口増対策の一環として、重要な課題の一つだと考えます。近年、我が豊前市は、進出して

いただいた企業が数社あり、大変喜ばしいことだと思っています。 

 そこでお尋ねいたしますが、今からすぐに豊前市に進出したいという企業がある場合、

誘致できる土地はありますか。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 

○商工課長 福丸和弘君  

 お答えいたします。議員御質問の企業誘致については、本市では、企業誘致の推進が市

民の雇用の創出となり、人口増対策につながる重要な施策として積極的に取り組んでおり

ます。 

 昨年度、小石原工業団地の拡張工事が完成し、約３ｈａの工業用地を２社へ売却いたし

ました。また能徳工業団地につきましても、約１．７ｈａの工業用地を２社へ売却いたし

ました。 

 新たな工業団地を、いま市が抱えている土地はございませんので、新たな工業団地の造

成につきましては、工業団地適地選定調査を行ったところでございます。その結果を豊前

市企業誘致委員会に諮り、上位３地区を優良候補地として現在選定いたしました。 

 ただ、その３地区が、いずれも農業振興地域の農用地であるため、農業振興地域からの

除外等が必要になる困難性があるため、今後は地域住民の方々の意向や社会情勢を勘案し

ながら、庁内で検討していきたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 確かに課長からも資料をいただいておりますけれども、工業団地適地選定調査の概要版

を見ますと、３地区の選定を行っているようであります。それに向けての、いま課長から

答弁がありましたけども、ほ場整備の問題やいろいろありますけども、何か取り組み等は

しましたか。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 
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○商工課長 福丸和弘君 

 現在やっと昨年度、小石原工業団地の売却も終わりまして、これから検討していくとい

うことでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 これは課長、平成２４年じゃなかったですかね。そうでしょ。 

（商工課長、頷く） 

だから今は２９年です。５年間、何も動きなどはされなかったんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 

○商工課長 福丸和弘君 

 実は小石原工業団地が終わってから検討していくということで、そのままになっており

ました。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 この３地区を選定してあげておりますけれども、これが本当に工業団地にするつもりは

あるんですか。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 

○商工課長 福丸和弘君 

 その辺も含めて、財政的な問題もありますし、先ほど申しました農振地域の除外等もあ

りますので、内部でもう尐し検討していきたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 農振除外というか、ほ場整備しているからということですかね。農振地域になっちょる

んですか。 

（商工課長、頷く） 

それもあるけど、そこが、農振除外が可能なのか、それとまた優良農地になっていますが、

農業者等からの農地の取得が可能なのか、その辺をお聞かせください。 

○議長 磯永優二君 

 農林水産課長、答弁。 
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○農林水産課長 中川裕次君 

 議員の御質問にお答えいたします。現在、豊前市の工業団地造成につきましては、農村

地域工業等導入促進法に基づいて、農振地域除外等の協議を行いながら工業団地を設定し

てきたところでございます。先ほど商工課長が回答のとおり、この法律に基づく工業団地

については、１箇所ずつ終了させながら進めていくという状況でございます。 

 また、農振除外が可能かどうかという御指摘でございます。その箇所が本市にとってか

わる場所がない、その場所が最適な場所だという裏付けと、また農地の担い手の農業経営

に悪い影響が出ない箇所であるという、そういった裏付け等を取りながら、進めていくと

いう手続きが必要な状況でございます。 

 時間が多尐掛かる取り組みでございますが、不可能ということではないというふうに現

状ではなっているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 じゃあそういう、やってみなければ分からないみたいなことを言っていましたけど、そ

ういうところを３地区に選定した理由をお聞かせください。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 

○商工課長 福丸和弘君 

 工業団地適地選定調査を行いまして、一応１０箇所、候補地として選定いたしまして、

インフラの整備状況、法規制、周辺環境等の点数評価を行いまして、点数の高い上位３地

区を選定したところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 課長、もう１回いいですか。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。分かりやすく。 

○商工課長 福丸和弘君 

 小石原地区の完成後の次の企業誘致適地を選定することを目的といたしまして、１０箇

所を候補地として抽出し、上位計画に位置付け、インフラの整備状況、それから法規制等、

周辺環境の項目等につきまして、点数評価を行い、点数の高い上位３地区を選定したとこ

ろでございます。 

○議長 磯永優二君 
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 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 財政的に厳しい中、資金計画は、どのようになっていますか。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 

○商工課長 福丸和弘君 

 一応この３地区の資金計画ですが、規模によりますが、大体総事業費が１８億円から約

２５億円くらい掛かるようになっております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 結構な金額ですよね、課長。この３地区、これは設定していますけれども、果たしてこ

れが可能なのかどうか、もう１回洗い直して考える必要があるんじゃないかなと思います

が。 

○議長 磯永優二君 

 商工課長、答弁。 

○商工課長 福丸和弘君 

 議員さんがおっしゃいますように、その辺もありますので、内部でも十分検討していき

たいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 本当に真剣に考えないと、いざ豊前市に進出したいという企業がいても、誘致する土地

もない。早く工業団地としての整備を進めてもらいたいと考えます。 

 次に、先の６月議会で市有地の有効利用ということで質問をしたところ、河原田池横の

市有地は、ほ場整備事業で土地を創設した、と答弁があり、後の答弁では、企業誘致等の

ため創出し基金で購入した、と答弁がありました。 

 しかし調査書には、候補地にもあがっていませんが、どうしてでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 その中で、選定の中で、たぶん検討はされていないんじゃないかと思います。最終的に、

横にいま県道の整備が下からあがってきていますので、それに併せて交差点改良がござい

ますので、それが整った時点で売却のほうを考えてみたいと思います。 
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○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 ほ場整備の計画段階から、市が企業誘致のために土地を創出しているのなら、当然、候

補地に含まれるべきではないかと思いますけれども、企業誘致の担当課長に、購入前から

の経緯をお尋ねいたします。 

○議長 磯永優二君 

 執行部、答弁。観光物産課長、答弁。 

○観光物産課長 大谷隆司君 

 ちょっと私が答えるべきか分からないんですが、前任者ということで説明させていただ

きます。 

 次期工業団地の選定につきましては、この１０年来、小石原工業団地を着手してから各

場所で検討されましたが、いま議員御指摘の河原田の土地については、そういう用途で使

っていいという情報等が担当課にありませんでしたので、対象からは外しております。以

上です。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 市は財政が苦しい中で土地を取得しています。どういった理由で取得したのでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 ほ場整備の最終的に清算というかたちで、そこの部分を市が受け持ったというふうに聞

いております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 そのほ場整備の清算、分かりますよ。そして次に、企業誘致のために土地を創出した、

と答弁していますよね。だから企業誘致のために、いま現在、そのままの状況であるわけ

ですよね。そこで、じゃあ次に申し上げますと、企業誘致として購入しているのなら、そ

の周辺を工業団地とし、候補地にする考えはなかったんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 農林水産課長、答弁。 

○農林水産課長 中川裕次君 
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 当時、そのエリア、その地区のほ場整備事業につきましては、住環境整備型の補助事業

を取り入れさせていただいたと記憶しております。公園とか住宅用地と、またそういう働

き場所である事業所用地等を含めた中で、ほ場整備計画を作っていったというところでご

ざいます。当初、ほ場整備の中で計画していました公園とか住宅用地は、スムーズに展開

したわけでございますが、事業所用地等が県道等の路線等と重複したために、中々開発が

遅れたというふうに認識しているところでございます。 

 またその用地の規模も工業団地等に匹敵するだけの規模にはなっていないというふうに

認識しているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 企業が来ない土地、工業団地にもならないような土地、こういうのを何年も放っておっ

てもどうしようもならないと思うんですよね。早く処分するなり、財政が苦しい中、企業

もこない土地なら、何か有効利用を考えるべきではないかと考えますけれども、いかがで

しょうか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 先ほど申しましたように、県道の整備がずっとあがってきております。交差点改良が必

要ということで、県とも協議したんですが、今年度は県なりの予算が付いていないという

ことで、今年度はできない。次年度以降に交差点改良部分の分筆が必要になるということ

でございましたので、交差点の改良部分、県が必要な部分を分筆した上で、早急に同じ年

度、タイミングを一緒にして、一般公募で売り払いをしたいと思っています。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 課長ね、もうこれは何年も、そういう企業誘致にしてきてないんですよ。そして一つの

土地で、工業団地なら分かりますよ、一個の土地で企業がくると思いますか。やっぱり工

業団地じゃないとこないと思うんですよ。たった一個の業者があそこの河原田の所の土地

に、私はこないような気がしますけれども、その辺の有効利用、他の有効利用等のお考え

はないでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 
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 そうですね、もう企業誘致という枠にとどまらず、売却という方向で審議会を開いて、

そういう方向で進めていきたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 ぜひ何らかの知恵を絞り合って、対処してもらいたいと思います。 

 先日の決算審査意見にもありました。平成２８年度の普通会計の経常収支比率は９６．

６％と、私が資料で調べる限りでは、史上最悪ではないかと思います。来年度からは、今

のままでは、し尿処理施設の運営は豊前市単独になり、ますます財政状況が悪化するので

はないかと懸念されます。御見解をお尋ねいたします。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 経常収支比率についてでございますが、過去最高、ほぼ過去最高レベルの９６．６％と

いうことになっております。扶助費が上がったり、また消費税交付金が下がったりという

のがございますが、今後、経費節減をしながら、また行革も進めながら、経常収支比率の

改善に向けて、全庁的に取り組んでまいりたいと思っています。 

○議長 磯永優二君 

 施設は大丈夫ですかと言いよるんです。それを答えないと、答弁になってないよ。 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 施設は中々経費をいろいろやりくりしながらになりますので、今のところ中々難しい状

況ではないかなと思っています。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 し尿処理施設の問題は、また次にあげていますので、とにかく市や民間が企業誘致で確

保している土地は、有効策を講じていただき、企業誘致につなげ、税収を増やし、豊前市

発展の一助にしていただくことをお願いいたしまして、次の質問に移ります。 

 次は、市民会館と、し尿処理施設についてであります。 

 豊前市民会館は、昭和３８年に設立され５０年が過ぎ、老朽化され、２階は使用できな

い状況であります。市民の多くの方が建て替えを望んでおられます。現在の建設に向けて

の進捗状況をまずお尋ねいたします。 

○議長 磯永優二君 
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 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 以前にも御質問をいただきました、市民会館の今後の在り方でございますが、平成２７

年に豊前市総合文化施設建設市民会議での建て替えの必要性及び建設候補地についての議

論をいただいたところであります。 

 その結果、建て替えにつきましては、市民による、より良い文化活動を行う上で、これ

は必要であるということ、それから建設候補地については、駅からの利便性などを考慮い

たしまして、現在地、もしくはマルショク周辺が適当である、という提言をいただいてお

ります。その後、平成２８年度以降、庁内の組織であります総合文化施設建設検討委員会

での議論を開始いたしまして、今後の取り組みについて検討を行っているところでありま

す。 

 ただ、現時点では、し尿処理施設や防災行政無線、庁舎の耐震など大きな課題もあり、

市民生活に直接影響のある分を優先しながら、また財源についてなお検討が必要であるこ

とから、具体的な取り組みには至っていないところが現状でございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 早く候補地を決めて、尐しずつでも用地の確保をすべきじゃないかと思いますが、どう

思われますか。 

○議長 磯永優二君 

 生涯学習課長、答弁。 

○生涯学習課長 栗燒憲児君 

 その部分を含めて、内部でよく検討いたしまして、できるところから取り組んでまいり

たいと考えております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 尐しずつでも候補地を決めて購入していただいたほうが、いざ建設にするにあたっても、

スムーズにいくと私は思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、今も課長のほうから答弁がありましたけれども、庁舎の中で、いま優先順位とし

て、一番にし尿処理、防災無線、庁舎の建て替え、次に市民会館ということでありました

ので、し尿処理施設の件について、昨日内丸議員からも質問がありましたが、質問をした

いと思います。 

 私は、し尿処理の問題は、豊前市の優先課題と考えています。豊前広域環境施設組合が
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ありますが、豊前市民の大切な問題として誠実な答弁をお願いいたします。 

 まず、下水投入による前処理施設への吉富町、上毛町、両町の加入はどうなっています

か。 

○議長 磯永優二君 

 生活環境課長、答弁。 

○生活環境課長 清原光君 

 吉富町、上毛町の両町のほうには、下水投入による施設の建設に参画いただきたいとい

うことで、加入のお願いにまいったところでございます。その中で、担当課長による事務

方の協議を行ってみたらどうかということで、数度にわたり前向きな検討会を開催させて

いただきました。 

 現在の状況ですけれども、各市町、豊前市、吉富町、上毛町の負担方法、それから負担

割合をどうするかということで、詳細な協議をいま詰めている状況でございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 吉富町、上毛町との加入協議が進まず、今の現状だと平成２９年３月末で築上町が脱退

し、平成３０年３月末でみやこ町が脱退することになります。豊前広域環境施設組合は解

散となり、豊前市単独となります。豊前市のし尿処理は継続しなければなりませんが、豊

前市の一般会計で予算を組み、運営するのでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 生活環境課長、答弁。 

○生活環境課長 清原光君 

 吉富町、上毛町の加入がこのまま決定しないということになりますと、豊前広域環境施

設組合は解散になりますので、豊前市が予算を組んで運営することになろうかと思います。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 課長、もしそうなれば大変なことと思いますけれども、毎年、約２億円の持ち出しにな

るかと思います。今よりも７千万円くらいの増となるわけですよね。私は大変なことと思

いますが、きのうの市長の答弁でもありましたが、他の、ここにおられる課長の皆さんが、

他の所属のこととして考えるのではなく、豊前市民のことと思い、真剣に考えていただき

たいと思います。 

豊前環境施設組合の職員も全員解雇されると聞いております。豊前市が単独運営するの

であれば、豊前市が責任を持って雇用し、運営させるのか、またその場合、職員等に不利
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益が生じないのか、お尋ねいたします。 

○議長 磯永優二君 

 生活環境課長、答弁。 

○生活環境課長 清原光君 

 今ですね、先ほど言われましたように、豊前市が単独で運営すると経費も掛かると、そ

のために下水投入の方法で早く施設の移行を達成したいということで、地域、漁協、それ

から吉富町、上毛町のほうに出向いてお話をさせていただいております。一緒になれるこ

とが一番の方策とは思いますけれども、それが達成されなかったらということで、御心配

いただいていると思います。 

 その中で、経費等も含めて職員の雇用についても、解散ということになりましたら、ま

た豊前市が単独運営するということになりましたら、雇用するというようなかたちをしな

いと、今の施設の運営は難しいかと思います。 

 雇用する中で、働いてもらう中で、一番いいのは退職金の問題とか、退職組合の継続と

かもいろいろございますので、吉富町、上毛町と一緒にし尿処理の事業を行うということ

で、そこで働いてもらえれば一番いいかと思っております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 ぜひですね、職員の方、一人一人に生活があり家庭があります。そのことを踏まえて、

処遇を考えてもらいたいと思いますが、下水投入による前処理施設への吉富町、上毛町両

町との加入協議はうまくいっていないように思われますが、間に合わないのではないでし

ょうか。 

○議長 磯永優二君 

 生活環境課長、答弁。 

○生活環境課長 清原光君 

 内丸議員への答弁の中でも御回答等しましたけれども、中々時間がない状況になってき

ております。吉富町、上毛町が入るというのが３月３１日時点になった場合、中々それで

は事務処理が追い付かないということもあろうかと思います。それで下水投入という一番

の方法を一緒にやっていただけるように、一刻も早く調整をさせていただきたいと考えて

いるところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 そこで市長、お尋ねいたします。吉富町、上毛町の下水道投入の前処理施設への加入に、
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まだ時間が掛かるのであれば、今の施設は豊前市単独でも使い続けなければなりません。

経費も掛かり、豊前市単独では負担できないと思いますが、既存の施設を一緒に使うこと

が、今この時間がない中、至急に決めなければならないことだと思われます。 

最終リミットは迫っているのではないですか。市長のお考えをお尋ねいたします。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 し尿処理施設の問題でございます。現在、吉富町、上毛町さんと、いわば詰めの協議を

行っているところでございます。し尿のつなぎ込みについて参加をしてほしいということ

で、基本的には、私は、協議の場ができて、後の詰めのところにきている。私たちが提案

書を出しましたのに対し、２回にわたって、質問書が来ましたので提案書を出しまして、

そして公式にまた再質問がきているところでございます。大詰めにきていると認識してお

ります。 

 これを早急に合意し、そして早急にし尿処理の公共下水へのつなぎ込み工事に着手する

ことが、豊前市にとって一番負担のないことだと認識しておりますので、その最善の方法

を目ざして頑張っているところでございます。 

 また、みやこ町さんが来年４月１日から抜けらますので、余力のある能徳の環境施設組

合が持つ施設につきましては、両町に一緒に使ってみては、ということでお話をしている

ところでございます。この二つのテーマで両町と協議をしておりますので、これを早く解

決できるように努力していきたいと思っています。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 し尿処理事業が清掃施設組合の業務として組み入れられ、吉富町、上毛町と運営するこ

とになれば、組合議会も一つとなり、協議もスムーズにいけるんではないかと私は考えて

います。今、施設組合への加入のお願いが最優先だと思います。もう一度、市長、答弁を

お願いします。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 まさに御指摘のとおりございます。私も事あるごとに両町長さんとはお話をし、一応の

感触は得ておりますが、やはり詰めをきちっとしたいという御意向のようでございますの

で、その詰めに応えられるべく、こちらからの回答と言いますか、それをいま提案しよう

としているところでございますし、ぜひ議会の皆さんも一緒にお力を貸していただきたい
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と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 本当に４月から加入していただいて一緒にするのであれば、事務処理の手続きや規約の

変更など、いろんなことで時間が掛かると思いますので、早く話し合いをもってもらいた

いと思います。 

 そして漁業振興、地域振興も大事なことなので、十分説明し、理解を得られましたか。

市長、御答弁を。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 やはりこの問題と地元、そして漁協の皆さん、この御理解がなければ、一歩も前に進み

ません。地元の皆さんにもしっかりと、いま交渉中でございますので、中身について全て

というわけにいきませんが、できる限り申し上げられるところは、ということで節目をつ

くってお話を、説明をさせていただきたい。漁協の皆さんにも同じでございます。一番関

係するところの仕事場を持つ皆さんでございますので、この御理解がなければなりません。

担当課を含めて対応させていただき、さらに御理解だけではなく、御協力をいただけるよ

うに、努力してまいりたいと思っております。 

○議長 磯永優二君 

 福井議員。 

○７番 福井昌文君 

 市長、時間は押し迫っています。至急、吉富町、上毛町との協定を結び、漁協、地域に

了解が得られるよう、最善の努力をやってください。市長が口にする、政治生命をかけて

やる、は今ですよ。しっかり頑張っていただき、一日も早く答えが出ることを期待いたし

まして、私の質問を終わります。 

○議長 磯永優二君 

 福井昌文議員の質問が終わりました。 

 次に、鎌田晃二議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 平成豊友会、三人目、平成豊友会に所属しております公明党の鎌田でございます。通告

書に沿って質問をしたいと思います。 

 まず、最初に公会計と固定資産台帳について、お聞きをいたします。地方公共団体の会

計制度は単式簿記・現金主義会計という方式から、統一的な基準による地方公会計の整備
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促進について、原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で作成するよう要

請がありました。 

 その目的は、第一に発生主義・複式簿記の導入、第２に固定資産台帳の整備、第３に地

方公共団体の比較可能性の確保ということになっております。 

 平成２７年の１２月で一遍質問もしたんですけれども、今回は固定資産台帳の整備状況

について、お伺いいたします。 

 固定資産台帳は、各地方自治体が所有するもので、全ての固定資産のデータを記載した

もので、公共施設のマネジメントをする上で重要なものです。今年度で完成をするとのこ

とですけれども、様々記載も変わってくると思います。また新規基準への移行に伴い、評

価方法が時価から取得原価、取得原価が不明なものは再調達原価で評価、それでも不明な

道路、河川、及び水路の敶地は、備忘価格１円とすることとなっております。 

 こういった様々変わっていくんでありますけれども、要点を分かりやすく、どのように

変わっていくのか、また行政にどのように役立てていくのか、そこは後からまた聞きます

けれども、その点を答弁ください。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 今までの公会計、単式から、また今度の決算委員会でも御説明させていただきます財務

４表は、決算統計の指数を基に使っておりました。当然それには資産評価等はございませ

んで、その年度の投資額とかを置き換えるということでございました。 

 ただ、この公会計の統一的な基準は、例えば建物と土地等は、原則は６０年よりも後は

取得価格ですよと。それ以前のものは、調べて、価格等がないものについては、今の基準

の、今のうちで言うと大字の平均単価を掛けて再評価額。それでもあと道路とか基本的に

売るものではございませんので、そういうものについては、備忘価格、先ほど言われたよ

うに１円ということで、入力でいま整えて確認作業を行っているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 現行では、建物とその中の設備が一体で登録していると言いますか、そういうかたちに

なっていると、ちょっとお聞きしましたけれども、これはじゃあもう別にするということ

でよろしいんですか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 
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 今までの方法ですと、一つの施設等で耐用年数が違うものについては長いほう、従来の

公会計では長いほうの耐用年数を採用しておりました。それが今まで認められていた方法

なんですが、今回の基準からは、分けて管理をしなさいと。ただし分からない、先ほど言

いましたように、古いもの、区別がつかないものについては、今までどおり。ただし２８

年度分からは分けて管理をするということで、いま作業を行っています。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 より細かくして発効するということでよろしいですね。さらに建物などの償却資産に対

して行った耐震補強とか、そういった改良補修、こういった部分では、現行では維持補修

費としてコスト計上されていると思うんですけれども、これが耐震補強することによって

資産と、資産形成と見なされれば、これからは表記を資産形成として計上するという部分

を、ちょっと調べたらあったんですけれども、例えば耐震補強したとしても、これは資産

価値がそうでもないと思ったときは、従前どおり工事費としてあげるのか、どうするんで

すか。そこの基準はどうするんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 そうですね、基準としては、耐久性を増すものかどうか、それとまた現状維持、復旧と

いうか、雨漏りを止めただけなのか、それとも尐額なのかという、そういう基準で分けて

いくようにしております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 そこのところが、やはり運用基準をしっかり設けて、例えば補修したものが本当に価値

があるものか、ないものなのか、そういった運用の基準をしっかり設けていただきたいと

思います。こうした、できた固定資産台帳を、どうこれから公開していくのかということ

をちょっと質問いたします。 

 例えば総務省も、この固定資産台帳を公開するよう推進しておりますけれども、全国的

には、まだ数団体しか公表されておりません。民間事業者とも連携を図って、未利用資産

等の活用も進めるという観点からも、資産の公開というのは大変重要だと思います。だけ

ど膨大な量になりますよね。それでどこまで公表するのか。そのことによって、どういっ

たメリットがあるのか、そこを質問いたします。 

○議長 磯永優二君 
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 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 県内でも、ちょっとインターネットで調べましたが、まだ公表している団体は、私はち

ょっと見つけきりませんでした。基本的には、他市の状況を参考にしたいと思っておりま

す。ただ、考え方としては、総括表をまず出して、公開をしたいと思っております。 

 その下のレベルとして、特にいま言われたように、未利用財産を中心に公開をして、民

間の方が、例えば先ほど言われましたように、解体というのか、また、いやいやうちのほ

うで利用して借りたいかというのを、民間提案にも、もし使っていただければ、また先ほ

ど言われたように有効活用ができるんじゃないかなと思っております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 本当に民間との接点という部分では、大変重要だと思います。例えば市にとって有益な

アイディアと言いますか、先ほど市長も答弁されていましたように、公民連携、パートナ

ーシップですね、ＰＰＰとかＰＦＩといった、こういう民間のノウハウを活用できるんじ

ゃないか。先ほどの質問の中で言えば、上町団地の南の所ですね、あそこなんかも例えば

業者が下に老人ホームを建ててもらって、上を市営住宅を建ててもらって、市営住宅の家

賃でその支払いを市がするとか、こういったことも、もしかしたらできるんじゃないかと

思います。 

例えば、他にもちょっといろいろ考えたんですけれども、太陽電池ですか、施設が公開

されておったら、そこに設置をさせてくれんかと、そういう業者も出てくるかも分からな

いし、広くやはりこれは公表する必要があると思います。道の駅の情報なんかも出せば、

例えばみやこハムが道の駅でいろんな宣伝をやりたいと言ったら、みやこハムさんの商品

に豊前市のホームページとか、その道の駅の宣伝を載せてもらうとか。こういったことは

いろんな所でやっていると思うんですよ。 

この資産公開することによって、いろんな部分のつながりができてくると思うので、こ

れは課長、しっかり、どこまで公表してどうしてするとか、膨大な量になるかも分かりま

せんが、どこで公開するのか、ホームページもそうでしょうけれども、そういった部分の

お考えは、どんなふうですかね。どこで、ホームページだけですか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 基本はホームページだと思っておりますが、膨大な量で見つけにくいというのもありま

しょうから、台帳を財務課なりに閲覧できるようにするというのも、一つの手だと思って
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おります。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 中々閲覧という部分では難しいかもわからないので、ホームページ等でやったらいいと

思うんですよね。 

 それから次の質問として、平成２７年１２月議会で公会計の質問をちょっとしたんです

けれども、仕分け方法の選択ということで、ちょっとお聞きをいたしました。日々の仕分

けというのが難しいということだったんですね。期末一括仕分けという部分から日々仕分

けにするには、豊前市はやっぱり難しいということですが、何がやはり一番難しいですか。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 そうですね、日々仕分けとなると、まず職員の負担も、たぶん毎日ということでありま

しょうし、また現金支出と合わせた仕分けにしないといけないので、システム改修もたぶ

ん発生するんではないかなというふうに思っておりますので、現時点では、ちょっと日々

仕分けは、うちくらいの規模では難しいかなと、一括も、４人ということでありましたの

で、一括を選択したいかなと思っています。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 鋭意努力をしていただいて、職員のスキルアップという部分も皆で勉強しながら、いつ

かできるようなかたちをとっていただきたいと思います。 

 それから財政状況の分析ということで、これは稲城市というところの市の決算カードと

いうのをちょっと見ているんですが、豊前市は、こういうのを作っていないということな

んですけれども、これは人件費、それから職員給とか扶助費とか、公債費、元利償還金と

か、それぞれ経常収支比率が出ているんですね。こういったカードを作るとものすごく分

かりやすいし、いいと思うんですが、そんなに難しくないと思うんですよね。 

 それで、人件費の経常収支比率が、４０から５０％を超えると、ちょっと財政が大変、

硬直化ということも書いてあるんですけれども、いま豊前市は、人件費の経常収支比率は、

どのくらいなんでしょうか。これはちょっと事前に課長に言っていなかったので、分から

なければいいです。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 
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○財務課長 諫山喜幸君 

 ２８年度の決算見込みで申しますと、２１．８になっております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 これは市町村が独自に策定しておりますので、そんなに時間が掛からないと思うので、

ぜひ作成して、私たち議員に、私も含めて教えていただきたい、見たいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それから、福井議員からもちょっと質問があったと思うんですけれども、経常収支比率

をどう見るかということで、総務省の地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する

研究会という報告書がおそらく基になっているんだと思うんですね、どのくらいあったら

いいのかということが。 

昭和４４年発行の財政分析、市町村財政効率化の指針ということから、８０％の根拠。

もうこれは読んだら長くなるので読まないですけれども、これに大体、都市にあっては７

３．３％から８３．９％の間に、町村にあっては６７．７％から８４％の間ということ、

そういった統計から、こういう根拠が出てきたんだと思うんですけれども、８０％を超え

る場合は、その財政構造は弾力性を失いつつあると。これが８０％の根拠であるならば、

豊前市の今９６．６％というのを踏まえて、これをどう見るのか。課長の見解をお聞きし

たいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 財務課長、答弁。 

○財務課長 諫山喜幸君 

 監査委員の報告等で指摘もございましたが、やはり硬直化が進んでいるというふうに私

も痛感しております。これを何らかのかたちで改善をしていかなければ、というふうに思

っているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 中々硬直化して、新しい施策を講じるにも、市長がやりたいということがあっても、中々

難しくなってきたということでよろしいですかね。 

（財務課長、頷く） 

 それから先ほど言いました公会計を活用するということについて、お聞きをしたいと思

います。この公会計の活用という部分では、中々明確になっていないというか、ピンとこ

ないんですね。国の趣旨は理解できるんですけれども、いざやろうと思うと、私みたいな
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頭のない人間には、どう使ったらいいのか。課長ならできると思うんですけれども、例え

ば、ちょっと見ていきたいんですけれども、健全化判断比率の一つともなっている、将来

負担比率、この数値が低くも、老朽化対策を先送りしていれば、これは健全ではないと思

うんですよね。 

 それでうちの財務４表の資料をちょっと見たんですけれども、資産老朽化率ということ

で、普通会計５４．０％ということで載っております。そして社会資本形成の将来世帯負

担比率というのが２７年度２７．５％。だけどこれは、例えば先ほど言いましたように、

上水道の管路更新というのも全国的にも大体０．７６％で、豊前市もそんなに変わってな

いですよね。今から上水道の管を直していかなければいけない。こういう数字はこれに入

っていないと思うので、将来負担比率というのは、こんな数字じゃないと思うんですよね。

だからそういったことも考えてやるとするんであれば、この活用というのは、本当に難し

いんじゃないかと。いろいろ知恵を絞りながら、研究しながら、どう使っていくのかとい

うのを、これから考えていかなければいけないと思うんですよね。 

 それで、課長には、しっかりこの新公会計制度というので、活用しなければ手間が増え

るだけのことだったという結果になるので、しっかり運用して、いろんな知恵を絞って、

先ほどの固定資産台帳の公開も含めて、これから頑張っていただきたい、エールを送りた

いと思います。よろしくお願いします。 

 次の質問にまいります。肝炎対策についてお聞きをいたします。 

 国は平成２８年６月３０日に肝炎対策の推進に関する基本的な指針ということで、これ

を改正して、肝炎の検査体制の強化と陽性者への受診促進の強化を推し進めようとしてお

ります。肝炎ウイルス陽性者の早期発見のための取り組みは大事であり、Ｂ型肝炎及びＣ

型肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると、慢性化し、肝硬変や肝がんに進行する

恐れがあると言われております。とにかく早期に発見し、早期治療に結びつけることが重

要だと思います。 

 それでですね、豊前市でもいろいろ対策をやっているということを聞きました。まずこ

の肝炎ウイルスの検査に関する普及啓発について、どういったことをやっているのか、そ

こからまずお聞きしたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 肝炎ウイルス検査について、お答えいたします。市では４０歳の節目の方、あるいは４

１歳以上で過去に検診を受けたことがない方が希望した場合、検査を実施しております。

個人の負担金はございません。健康増進事業として実施をしているところでございます。 

 健康診断の申し込みがあった方、特定健診の対象となっている方等に御案内をしている
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ところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 いま広報について、ちょっといろいろ普及啓発について、お聞きをいたしました。市の

ホームページとか、市報は出しているでしょうけれども、ポスターとか、いろいろ方法は

あると思うんですね。健康講座でお知らせするとか、そういったのも含めて、他の自治体

がどういうことをやっているのか、参考にしながら、豊前市もしっかり取り組んでいただ

きたいと思います。 

 そして助成事業について、お聞きをいたします。県も市もあるんでしょうけれども、い

ま課長が言ったように、４０歳以上無料で、というのも自分も知らなかったんですけれど

も、こういった検査を、やっぱりいろいろ広報を通じて、知らない人が多いので、ぜひと

もやっていただきたい。保健所等でもできると思うんですけれども、このちょっと説明を

お願いします。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 市のほうでは、健康増進事業として、４０歳の方、先ほど申し上げましたとおりでござ

います。福岡県においては、感染症法に基づく特定感染症検査等による肝炎ウイルス検査

ということで、過去に検査を受けたことがない方に実施をしているところでございます。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 もうちょっと詳しく、月に何回とか、行ったらもうそのままタダとか、検査日はいつく

らいとか、そういうのも分かればお聞きしたいんですけれども、分かりませんか。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 県のほうでは、特に日にちは決まってはいないと思います。京築保健福祉環境事務所の

ほうで受けることができます。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 しっかり広報していただいて、市も県もいろいろ手を打っているということですね。 
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 次に陽性者です。陽性になった方への対応をお聞きしたいと思いますけれども、新たな

経口薬治療法とかも説明しなければならないだろうし、そういったことは陽性の患者さん

には、どんな対応をされているんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 検査後は、個別に検査結果を御説明いたしております。必要な方には医療機関の受診勧

奨を行っています。重症化予防のために、その後、医療機関から精密検査結果報告書を受

け取り、治療方針に沿ったフォローを行っています。 

 過去５カ年で見てみますと、陽性者の方は、いらっしゃいませんでした。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 それから県が行っている助成事業として、重症化予防事業というのは、どういうのがあ

るんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 県のほうでは、医療費の助成ということを行っております。早期治療の推進のために行

うもので、患者の世帯所得に応じ、その自己負担限度額を原則１万円から２万円に軽減す

るような助成事業を行っております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 課長、大雑把なんですけれども、これは福岡県がやっているのは、インターフェロン治

療と核酸アナログ製剤の治療のみですか。どうなんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 申し訳ありません。国と県では、Ｂ型・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、及びＢ型肝

炎の核酸アナログ製剤治療に関する医療費助成を行っております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 
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 そこでですね、県のほうにちょっと要望してほしいんですよ。山形県は、このＣ型肝炎

がもう治ってしまうというようなソバルディという薬、ソバルディ錠というのは、Ｃ型肝

炎２型のほうですよね。この薬を助成対象にしているんですよ。もちろんＣ型肝炎の１型

のハーボニーというのは違うと思うんですけれども、これ県もそろそろするんじゃないで

すかね。 

山形県は、ことしの３月２４日くらいに保険適用されてから実施しているんですけれど

も、福岡県はまだこれの対応をしていないんでしょうか。そこは分かりますか。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 申し訳ございません。県のほうのホームページのほうを、尐し御紹介させていただきま

す。 

 助成対象医療として、Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロ

ン治療、及びインターフェロンフリー治療、並びにＢ型ウイルス性肝炎に対して行われる

インターフェロン治療、及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの、とい

うふうになっております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 ではですね、県のほうに、山形県の例を挙げて、ぜひともソバルディという薬も助成対

象にしてほしいという要望を出していただきたいと思います。いいですかね。よろしくお

願いします。 

 それから、先ほどＢ型肝炎とＣ型肝炎の患者さんを把握しているかということで、過去

５年間いない、という御答弁だったと思うんですけれども、それで、これはいないという

か、豊前市の人口から考えると、いるはずなんですよね。把握ができてないんだろうけど、

検査もしていないのかも分からないけれども、そういった部分で、これからＢ型・Ｃ型肝

炎の患者さんが出て、分かったときに、これをデータヘルス計画の中に、豊前市が進めて

いる、そのデータの中にインプットするということは可能なんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 健康長寿推進課長、答弁。 

○健康長寿推進課長 林田冷子君 

 いま現在のシステムでは、そのまま入れるということは、難しいかと思います。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 
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○８番 鎌田晃二君 

 ぜひもったいないので、そういうデータが入れられるんであれば、そういう方法を模索

というか、探してほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

肝炎から肝硬変や肝がんへの移行者を出来る限り減尐させるように、取り組みをお願い

いたします。 

 次の質問に移ります。マイナンバー制度ということで通告をしておりますけれども、福

井議員の質問の中にもちょっとありましたけれども、社会保障や税金関連の手続きを簡略

化し、スムーズにしてくれることが期待されるマイナンバーですということです。 

これがですね、マイナポータルというのが、もう試験運転されていると思うんですけれ

ども、これは、アクセスは基本的には自宅のパソコンから行われる予定になっていると思

いますけれども、試行運用開始が本年７月、本格運用が秋ごろから、大雑把なことを書い

ているんですけど、今どうなっているんでしょうか。市の市報に入っていました。 

 マイナポータルで何ができるのかということで、市報のほうに、子育てワンストップと、

いろいろ書いていますけれども、現在、これが試験運用を今されていると思うんですけれ

ども、これはいつぐらいにこういうかたちで、知らない方もいらっしゃると思うので、簡

単な説明を、どうなるというのを教えていただきたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 市民課長、答弁。 

○市民課長 井上由美君 

 マイナポータルについて、簡単に説明をさせていただきたいと思います。マイナポータ

ルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスということです。 

マイナンバーカード、個人番号カードに搭載された公的個人認証サービスを用いて、各

個人が自分のパソコンからログインして利用できる個人専用サイトで、行政機関がマイナ

ンバーに付いた自分の情報を、いつ、どこでやり取りをしたかを確認できるほか、行政機

関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報を自宅

のパソコンから確認することができます。 

 例えば確定申告を行う際に参考となる情報の入手や、子育てワンストップサービスなど

が行われる予定で、先ほど議員がおっしゃいましたように、平成２９年秋ごろから開始と

のことですけれども、まだ私どものほうにも詳細な日程が届いておりませんので、届き次

第、広報などでお知らせしたいとは思っております。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 こうやって市報に入っていると、もうできるんじゃないかというような勘違いもされる
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と思うし、また問い合わせ等も結構あるんですか。 

○議長 磯永優二君 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長 則行修子君 

 この秋口から、子育て分野の子育てワンストップサービスが始まるということで、広報

がなされております。当初は、先ほど議員がおっしゃられたように、７月の開始というこ

とでございましたが、現在は子育てワンストップサービスに関しましては、試験運用期間

になっております。現在のところ、問い合わせ等は発生していない状況です。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 私なんかもアナログ人間なので、中々分かりづらい部分もあるんですけれども、しっか

り分かればものすごく便利なことだと思うので、これは秋ごろというかたちになっていま

すけれども、もうそういうことができるんであれば、また広報もしっかりやって、説明会

等もしてもいいんじゃないかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 時間が相当余りそうですけれども、最後に副市長の解職について、ということで質問い

たします。 

 今議会に、豊前市に副市長を置かない条例の制定ということで、議案があがっておりま

すので、中々制限をされると思います。議会との調整役は、今後誰がするのかとか、災害

時に陣頭指揮は誰が取るのかとか、行事が重なった場合、どうするのか。また市長がけが

や病気で指揮が取れなくなった場合は誰が取るのかとか、様々な聞きたいことがあったん

ですけれども、議案にあがっておりますので、これは総務委員会のほうで聞きたいと思い

ます。 

 議案の内容に中々関わらないように質問をしてまいりますが、明らかに係ると思うとき

は、議長に止めていただきたいと思います。 

 市長は、副市長を７月１４日付で解職をしたわけですけれども、新聞に出てから、いろ

んな方からお電話をいただきました。副市長は何をやらかしたんですか、どんな不祥事を

起こしたんですかと、そういった電話がほとんどでした。 

 それで私も新聞で見てびっくりしたわけでありますけれども、７月４日付の読売新聞の

記事には、市長は、判断を副市長に頼る職員の姿勢が見え、体質改善が必要だと考えた。

職員と自分との接点を多くし、風通しをよくしていきたい、と掲載をされております。ま

た本議会でも同じような答弁をされておりました。 

 副市長の職責というのは、大変重要であります。解任するのであれば、それ相応の理由

が私は必要だと思います。こういった理由でクビを切るというのは、社会常識からみれば、
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ちょっと外れているんじゃないか、余り聞いたこともないわけであります。全国調べれば、

政争の具として、いろんなところで、こういった案件も何件か発生しているようにありま

すけれども、まず、一般市民が、副市長がどんな不祥事を起こしてクビにされたのかとい

う、そういう名誉にも関わります。榎本氏も納得していないから辞表を提出しなかったん

だと思います。 

 それで、確認をしたいと思います。解職した理由は、市長、おっしゃるとおり、記事の

とおり、副市長が不祥事を起こしたわけではないということですね。それをお答えくださ

い。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 副市長問題でございますが、副市長さんが、不祥事というのがどういう意味なのか、具

体的な例が分かりませんので、いわゆる我々一般の人が不祥事、不法行為だとか、逸脱行

為だとか、いろいろあると思います。いわゆる背任だとか、背信というのがあるかもしれ

ません。ですから背任になれば、これは職責としての問題になると思います。背信という

のは信頼関係を失うということが含まれるかもしれません。 

そういうところを細かく言いますと、いろいろそれこそ名誉の問題にも、言われるよう

に、かかわってまいりますので。 

私はやはり、この４年間を見ておりまして、副市長さんのお二人、一緒に仕事をさせて

いただきました。どうしてもやはり職員さんが最後の決断をせずに、副市長さんに決定し

ていただく、そういう場面を垣間見てまいりまして、やはり私は課長さんというのは、責

任を持った立場で、自分で判断をする、もしくは課内でしっかり協議する、そして一定の

判断をもって伺う、というのだろうと思っていました。やはり仄聞ではございますが、副

市長さんがこう言いよるからこうしようや、という話がいろいろ漏れてきたりしておりま

したので、これはやはり組織として、やはりきちっと責任者が判断をしなければならんの

じゃないか。 

 それともう一つは、所属長連絡調整会議等で、いろんな庁議でも位置づけられますが、

そこでいろんな議題があがります。そのときに発言する方の人数というのは、２０人近く

いるんですが、３、４名、あるいは４、５名と、ほとんど同じ方ばかりでございまして、

やはりこの連帯して責任を全うする。組織として、チームとして相談しながら、支え合い

ながら、というチームワークができていないのかな、やはりこれはうちの仕事ではない、

これは私に関わりがないところである、そういうところで、ある意味では逃げてきたんで

はないか。 

 ですから課と課の間に壁が山積している部分があるんではないか。これはやはりチーム
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で、もう尐し２０人ではなくて、小さなグループで、皆が連帯して協議するような組織に

体質改善をしたい、というふうに思っていました。 

 ですから、体質改善をし、そして一人では中々難しい問題をチームの中で、もしくはま

たテーマによっては、テーブルによっては、参加する方、課の課長さんたちが違うかもし

れません。そういう中で十分に協議する訓練と言いますか、習慣を付けてほしい、チーム

プレーをしてほしいというところから、これはむしろ副市長さんがいないほうが、皆が連

帯して協議し、責任を持ち、そしてその壁を超えたところまで支え合うというようなチー

ムになっていけるんではないか。そういう体質改善をしたいということが大きな理由の一

つでございます。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 市長が言われたように、チームでとか、自分で判断できるようにという、いま市長の、

これは議案にあがっているので、あまり質問もできないんですけども、市長はですね、以

前はそういう考えじゃなかったんですね。 

 平成２７年の６月議会の一般質問で、部長制の導入について、黒江議員から質問された

ときに、そのときには、こう答えております。副市長の段階で各課を超えた調整を具体的

に取り組んでもらっていますので、その辺の機能をもっと充実させていく、と答弁をされ

ていますので、今とは真逆の答えを言っています。ということは、榎本副市長になってか

らこういう考えが芽生えたと、そうとっても不思議じゃないわけですね。 

 だからですね、私はここの最初にいろんな、さっき言われたような背任とか、いろいろ

言いましたけれども、不祥事で辞めさせたわけではないというのは、いま伝わってきまし

た。それからここで榎本前副市長の名誉をまず回復したいと思いますし、それからこの新

聞記事の文面を見ると、またいま市長の答弁も聞きますと、判断を副市長に頼る職員の姿

勢が見え、これは裏を返せば、それだけ榎本副市長が信頼をされていたから相談に行った、

ということにもとれます。 

 それから職員と自分との接点を多くして、多くなかったということは、ということで話

をされた記事が載っておりますけれども、ということは、市長は何らかのオーラを出して、

職員が気軽に話ができないというか、そういう雰囲気があったのか、そういう想像も、こ

れはできるわけであります。 

 そして西日本新聞の６月３０日の記事をちょっと読ませてもらいましたら、市長と副市

長は意思の疎通がうまくできていなかった、とあります、ということで、私が思うに、先

ほど市長がちょっと本音を言われたんですけれども、市長が思う市政運営、豊前市をこう

したい、ああしたい、こういう熱い思いに、榎本副市長がいろいろ意見具申をする。それ
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で自分の思いが中々達成できないとか、市政運営において、副市長が足かせになっていた

ので、後２年待てずにクビを切った。私はそういうぐあいに捉えておったんですけれども、

いま市長の本音を答弁していただきました。 

 またこの答弁に関して、議案で副市長を置くか、置かないか。置かないという条例があ

がっておりますので、これ以上は総務委員会で質問しますけれども、やはり解職というの

は、やはり市長に与えられた権限ですよね。１６３条ですかね。だからこれに関しては、

私はどうこう言うつもりはありませんけれども、これはやはり副市長に重大な責任という

のが発生した場合、居座った場合に、市長がクビを切るというかたちでできた、性善説で

できたんではないかと、私個人は思っております。 

 例えばですね、この議案というので、市長は、榎本氏を副市長に認めてほしい、という

ことで議案を出してきたわけですよね。私ども議会は、人事案件に対して４年をもって全

会一致で認めた、同意したわけです。にもかかわらず、議会に挨拶する機会もなくて退任

をされたわけですよね。 

 市長は家の前に山羊を二匹飼っていますよね。私は、心の中ではそういった動物を可愛

がる人はやさしい方かと思っていたんですよ。挨拶くらいはさせるんじゃないかなと、や

はりそう思っていたんですけれども、ああ、ちょっと違ったのかな、という部分は思いま

した。 

 もう一つの質問ですけれども、解職するということを議会に相談する必要はないんです

ね、これは権限ですから。だけど、こういった経緯で４年をもって全会一致で同意したわ

けですから、例えば新聞報道が出る前に、こうこうこういう理由で副市長を解職しますと、

報告くらいあってもいいんじゃないかと、私はそれが議会とのつながりというか、信頼関

係と思うんですけれども、これはなぜ新聞報道前に、そういった報告はやはりしにくかっ

たんでしょうかね。ちょっと分からないんですが、市長、どうでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 この場では、この件に関しては、発言を控えさせていただきたいと思います。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 議長の話では、新聞報道があった後に報告したいという旨があったけれども、もう先に

新聞報道が出たので断ったよ、という、事後報告は議長のほうからいただきました。 

 それからもう一つ、最後の３番目の質問なんですけれども、各新聞社報道で、読売、朝

日、毎日新聞は７月４日付の報道でありました。西日本新聞だけが６月３０日付で報道が
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なされております。記事の中に、関係者によると、これまで市長と副市長は、意思の疎通

がうまくいっていなかった、解職をリークした、この関係者がおるわけですけれども、こ

れはどなたでしょうか。課長ですか、市長ですか。どうなんでしょうか。 

○議長 磯永優二君 

 市長、答弁。 

○市長 後藤元秀君 

 この件に関しても、私は、直接は分かりませんので、答弁できません。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 気持ちとしては、自分の出身の西日本新聞を優遇するという気持ちは分かるんですけれ

ども、市長は、分かりません、ということですが、やはりですね、公の長でありますから、

やはり公平公正に各報道機関に対応していただきたい、というのが１点と、市長が西日本

新聞社に勤めていたということで、優遇したんではないかという、あらぬ勘ぐりをされな

いとも分かりませんので、これも気を付けていただきたいと思います。 

 そして私はある機会、西日本新聞社取締役編集局長、それから編集局次長、編集局総務、

それから北九州副代表とお話をする機会がございました。そのときに、話の中で、市長が

西日本新聞出身ということで話題になったわけです。その中で、この方々ですね、西日本

新聞出身者だからこそ、うがった見方をされないように、くれぐれもいやまして注意して

いかなければいけない、ということを、口をそろえて申しておりましたので、しっかり課

長クラスにも、そういう情報が漏れないようにしていただきたい。 

 総務課長、どうですか。 

○議長 磯永優二君 

 総務課長、答弁。 

○総務課長 池田直明君 

 お答えします。当然ですね、そういうことで私どもも知り得た情報については、公務員

でございますので、義務もございますし、守っていきたいというふうに考えております。

以上です。 

○議長 磯永優二君 

 鎌田議員。 

○８番 鎌田晃二君 

 市長の先ほどの話もあったんですけれども、やっぱり中々長としては、言いたいことも

言えない部分もあると思います。また言いたいこともあるんだけれども、この場でも言え

ないこともあるだろうし、いろんなストレスを抱えておりますけれども、後の議案にかか
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わっておりますので、総務委員会のほうでちょっと参加させていただいて、後の質問は総

務委員会のほうでさせていただきたいと思います。 

 以上をもって私の質問を終わります。 

○議長 磯永優二君 

 以上をもちまして、鎌田晃二議員の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、平成豊友会の一般質問を終了いたします。 

 ここで議事運営上、暫時休憩をいたします。 

なお、再開については、放送にてお知らせいたします。 

休憩 １５時１０分 

再開 １５時３０分 

○議長 磯永優二君 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問を続行します。  

これより、本日の一般質問に対する関連質問に入ります。 

関連質問のある方は、挙手をしてください。 

（「なし」の声あり） 

ありませんね。それでは、以上で一般質問に対する関連質問を終わります。 

 本日の日程は、これにて全て終了しました。よって、本日は散会いたします。 

 皆さん、お疲れ様でした。 

散会 １５時３１分 


